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令和７年３月７日(金曜日)

　　　議事日程　第５号

　　令和７年３月７日(金曜日)午前10時開議

　第�１　一般質問(議案に対する質疑並びに県の

一般事務について)

本日の会議に付した事件

　日�程第１　一般質問(議案に対する質疑並びに

県の一般事務について)

出席議員氏名(47人)

星　野　愛　斗　君

髙　井　千　歳　さん

住　永　栄一郎　君

　亀　田　英　雄　君

幸　村　香代子　君

杉　嶌　ミ　カ　さん

立　山　大二朗　君

斎　藤　陽　子　さん

堤　　　泰　之　君

本　田　雄　三　君

岩　田　智　子　君

南　部　隼　平　君

前　田　敬　介　君

坂　梨　剛　昭　君

荒　川　知　章　君

城　戸　　　淳　君

西　村　尚　武　君

池　永　幸　生　君

竹　﨑　和　虎　君

吉　田　孝　平　君

中　村　亮　彦　君

髙　島　和　男　君

増　永　慎一郎　君

前　田　憲　秀　君

松　村　秀　逸　君

岩　本　浩　治　君

河　津　修　司　君

楠　本　千　秋　君

橋　口　海　平　君

緒　方　勇　二　君

髙　木　健　次　君

髙　野　洋　介　君

内　野　幸　喜　君

山　口　　　裕　君

岩　中　伸　司　君

城　下　広　作　君

西　　　聖　一　君

鎌　田　　　聡　君

渕　上　陽　一　君

坂　田　孝　志　君

溝　口　幸　治　君

池　田　和　貴　君

吉　永　和　世　君

松　田　三　郎　君

藤　川　隆　夫　君

岩　下　栄　一　君

前　川　　　收　君

欠席議員氏名(１人)

西　山　宗　孝　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職氏名

知 事　木　村　　　敬　君　
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副 知 事　竹　内　信　義　君　

副 知 事　亀　崎　直　隆　君　

知事公室長　内　田　清　之　君　

総 務 部 長　小金丸　　　健　君　

企画振興部長　富　永　隼　行　君　

理　　　　事　阪　本　清　貴　君　

理　　　　事　府　高　　　隆　君　

健康福祉部長　下　山　　　薫　さん

環境生活部長　小　原　雅　之　君　

商工労働部長　上　田　哲　也　君　

観光文化部長　倉　光　麻里子　さん

農林水産部長　千　田　真　寿　君　

食のみやこ
推 進 局 長　辻　井　翔　太　君　

土 木 部 長　宮　島　哲　哉　君　

会計管理者　川　元　敦　司　君　

企 業 局 長　深　川　元　樹　君　

病 院 事 業
管 理 者　平　井　宏　英　君　

教 育 長　白　石　伸　一　君　

警察本部長　宮　内　彰　久　君　

人事委員会
事 務 局 長　城　内　智　昭　君　

監 査 委 員　藤　井　一　恵　君　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局職員出席者

　　　　　　事 務 局 長　波　村　多　門

　　　　　　事務局次長
兼総務課長　本　田　敦　美

　　　　　　議 事 課 長　富　田　博　英

　　　　　　議事課長補佐　岡　部　康　夫

　　午前10時開議

○副議長(髙木健次君)　これより本日の会議を開

きます。

　日程第１　一般質問

○副議長(髙木健次君)　日程に従いまして、日程

第１、昨日に引き続き一般質問を行います。

　岩中伸司君。

　　�〔岩中伸司君登壇〕(拍手)

○岩中伸司君　おはようございます。新社会党の

岩中伸司です。

　今議会では、代表質問がもう既に昨日、一昨日

と行われました。その中で、大まか私の質問、か

ぶっているなという感じがします。しかし、皆さ

ん方には、ぜひ前向きな姿勢でお聞きいただきた

い、このように思います。

　今の情勢を考えると、非常に大変な時期だな

と。例えば、今日もニュースで大船渡の火災の問

題がありました。自然の雨で一応火は消えたよう

ですけれども、まだ鎮火した状況にはないという

ことで、避難命令はそのまま出された状況です

ね。大変な災害が、そこだけに限らず、至るとこ

ろで自然災害が起こってきているし、これまでも

起こってきています。私たちは、自然に対して

は、もう少しこの自然を大切にする姿勢で臨んで

いかなければならない、このように考えていま

す。

　春夏秋冬と四季あったんですが、今は冬と夏だ

けになったなと。今朝も、もう３月ですけれど

も、私が家を出るときには、車の温度は２度でし

た。荒尾です。荒尾で２度ですね。大変寒い今日

になっています。

　だけでなくて、政治の動き、自然と同じよう

に、政治の動きもちょっとやっぱり心配な面もあ

ります。

　諸外国の動きも、マスコミで報道されているこ

とを聞けば、もう少し仲よく話ができないのか

な、こんな思いを持っているところです。

　国内でも、一つ心配なのは、具体的には、投票

率がかなり下がって――選挙の投票率ですね。地

方自治体の選挙でも５割を切るというふうな、無

関心、無関心と言うと失礼かもしれませんけれど
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も、そんな人たちが増えている。もっとやっぱり

政治に関心を持って、国や県や市町村、その動き

がどうなのか、政治が大事なんだぞということを

一人一人に広げていかなければならないというふ

うに思います。その任務は、私たち議員には一番

課せられていることではないでしょうか。

　ぜひ、皆さん方も、私もそうですけれども、一

生懸命地域の中で政治の大切さを認識していただ

いて、投票所に足を向けるような人たちが多く増

えていくような、そういう環境をつくり上げてい

かなければならない、このように考えているとこ

ろです。

　ぜひ、皆さんと一緒にこの県政も盛り上げなが

ら、木村知事、就任されて１年、しっかり代表質

問で答弁をされました。まあ、これは言ってはい

けませんが、そういうお疲れでしょうから、もう

今日は知事に対する質問はありませんけれども、

失礼します。よろしくお願いします。

　それでは、早速質問に入りたいと思います。

　まず、有機農業の推進についてお尋ねをいたし

ます。

　熊本県は、農業産出額が全国第５位、農業県と

してさらに農業の振興に力を入れていかなければ

なりません。

　農林水産省が昨年末に発表した2023年の全国農

業産出額によると、熊本県は、前年比7.0％増の

3,757億円で、４年連続で増加しています。農林

水産省の発表を見るだけでは、熊本県の農業も安

心して見ることができるようですが、農業を取り

巻く現状には不安な面もあります。

　食料自給率が、この数年、38％前後で推移し、

全く上がっていません。その大きな原因の一つ

は、大企業の輸出産業を優先させてきた政府の政

策で、貿易摩擦を解消する見返りとして農畜産物

輸入を拡大してきたことにあるのではないでしょ

うか。

　さらには、日本の気候や地形、土壌、環境など

を無視して大規模機械化農業を優先し、国土の70�

％を占める中山間地農業を軽視してきたことも要

因の一つと思います。

　その結果、山は荒れ、農地は減少し、獣害の拡

大、限界集落や集落崩壊の増加など、農山村の疲

弊は人口減少が示すとおりです。

　2023年の県内新規就農者数は402人と、前年度

より24人減っており、担い手の減少や高齢化の進

展など、農業を取り巻く情勢は厳しさを増す一方

です。

　こうした中、国は、有機農業の推進に関する法

律を2006年12月に施行し、その第１条では、目

的として「有機農業の推進に関する施策を」「講

じ、もって有機農業の発展を図る」こととし、第

２条では、有機農業とは「化学的に合成された肥

料及び農薬を使用しないこと」や「遺伝子組換え

技術を利用しないことを基本」とした農業をいう

とされています。

　また、2021年には、みどりの食料システム戦略

が策定され、化学肥料や化学農薬の削減に加え、

2050年までに有機農業を耕地面積の25％に拡大す

る目標も掲げられています。世界的にも環境問題

への意識が高まる中、農作物生産においても、環

境に配慮した取組が重要と考えています。

　熊本県では、全国に先駆けて環境保全型農業に

取り組み、くまもとグリーン農業として有機農業

を含む環境に優しい農業の推進を図ってきてお

り、全国的に見ても有機農業の面積が多いと聞い

ています。

　しかし、有機農業は、農薬を使用しないことも

あり、除草をはじめとした栽培管理に労力がかか

ることや病害虫の発生により生産が不安定になる

など、苦労が多いことに加え、個人販売が多く、
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販路の開拓が難しいとも聞いています。

　そこで、有機農業の推進に当たり、県として何

が課題だと考えているのか、今後どのように進め

ていくのか、農林水産部長に伺います。

　　�〔農林水産部長千田真寿君登壇〕

○農林水産部長(千田真寿君)　県では、平成２年

度の土づくり・減農薬運動を皮切りに、平成17年

度から、くまもとグリーン農業として、国に先駆

けて地球に優しい環境保全型農業を推進してきま

した。これにより、化学肥料と化学農薬の使用量

は、平成元年に比べ約７割が削減されています。

　有機農業は、化学的に合成された肥料や農薬を

使わない環境に配慮した農業であり、高い志を持�

った生産者とともに取り組んでまいりました。

　県では、有機農業をグリーン農業の最上位に位�

置づけて推進しており、令和４年度の面積は�

1,240ヘクタールで、このうち有機ＪＡＳの認証

を受けた面積は、全国３位の721ヘクタールと

なっています。

　しかし、県の耕地面積に占める割合は1.2％に

とどまっており、一般的な栽培方法からの転換や

有機農業に取り組む新規就農者の定着が進まない

状況です。

　その生産面の要因として、生産者が点在し、相

談や情報共有が難しい上、独自にノウハウが構築

されてきたため、技術が標準化されておらず、生

産が不安定になりやすいことが上げられます。加

えて、除草などの負担の増加もハードルとなって

います。

　また、流通、消費面の要因として、小規模生産

かつ個別販売が多く、量販店などからの需要に十

分に対応できていないこと、消費者の求める価格

と生産者の希望する価格に差があることが上げら

れます。

　これらに対応するため、生産面では、オンライ

ン等で助言を行う技術サポート体制の構築、相談

窓口となる指導者の育成、生産者の経営の参考と

なる指標や栽培マニュアルの作成に取り組んでま

いります。あわせて、近年開発が進んでいる水田

用除草ロボットなど、スマート技術の導入を支援

し、省力化を進めてまいります。

　また、流通、消費面では、有機農業者のネット

ワーク化による集出荷拠点の設置など、供給体制

の構築を進めるとともに、収穫体験等、生産者と

の交流を通した消費者の理解の醸成を図ってまい

ります。加えて、くまモンを起用したグリーン農

業マークを活用し、ＳＮＳ等での周知、ＰＲによ

る認知度向上を進めてまいります。

　これらの取組を、まずは有機農業での生産が多

い水稲を重点品目として進めるとともに、国の事

業でモデル地区となっている山都町や南阿蘇村、

菊池市と連携して県全体に波及させ、有機農業に

取り組む生産者の増加と面積の拡大につなげてま

いります。

　　�〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　千田部長から御答弁いただきまし

た。

　有機農業に対する具体的な県の積極的な進め

方、これが述べられたというふうに思います。

　一昨日の渕上議員の代表質問でしたけれども、

木村知事は、食料安全保障に３つの取組が欠かせ

ないとして、１つ目が、担い手の確保、育成、２

つ目が、環境に優しい農業の推進として４つの柱

を立て、くまもとグリーン農業の推進を上げら

れ、有機栽培での取組状況で特に多い水稲を重点

的に進めていく、さらには、化学肥料、それから

化学農薬の削減等、有機農業の拡大をさらに努力

していくという答弁がなされています。

　部長答弁で、本日はさらに詳しく、この有機農

業の育成について県として推進をしていくという
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ことが述べられたことに、非常に私としては、い

いなと、よかったなというふうな思いでいます。

　県の具体的な取組、さらにこれから進めていた

だくことをお願い申し上げながら、次の質問に移

させていただきます。

　熊本県民体育祭の開催についてお尋ねをいたし

ます。

　私は、社会人になる前は、どちらかというとス

ポーツが苦手なほうでしたが、就職した職場の駅

伝チームづくりで仕方なく選手メンバーになり、

練習を重ねる中で走ることの楽しさを知りまし

た。フルマラソン大会にも出場しましたが、今で

はマラソンから少し遠ざかってはいるものの、健

康維持のために５キロのウオーキングを実践し、

おかげさまで同年代の方よりも少しは足腰が強い

ほうだと自負しています。

　人生を楽しむためには、まず健康体であること

が最重要であり、そのためにも広くスポーツに親

しむことは欠かせないと考えます。

　さて、熊本県民体育祭は、広く県民にスポーツ

を普及し、県民の健康増進とスポーツ精神の高揚

を図り、明るく豊かな県民生活の進展に寄与する

ことを目的とするスポーツ大会として開催されて

きましたが、来年の熊本市の開催が最後になると

聞きました。

　県内の市町村を10ブロックに分けて輪番制で開

催されてきましたが、これまでの地域輪番制とし

て開催した場合、過去数年に開催された大会の競

技会運営費を平均すると、約3,000万円が必要と

なり、それは主に総合開会式、閉会式、それらの

式典費用や各競技会の会場使用料、スタッフの人

件費、入賞メダルの経費などに充てられていま

す。

　このような財政面での負担は大きく、昨年の市

町村アンケートでは、45市町村のうち40市町村か

ら輪番制の廃止を要望されているようです。

　次に、財政面以外で地域輪番制が廃止された理

由としては、これまでの地域輪番制による開催で

は、開催地となる市町村の多額な開催経費の負担

があり、それ以外にも、人口減少の自治体では、

マンパワーの不足による負担も大きいところがあ

ります。また、近年の異常気象により、空調設備

がある屋内競技会場の確保が難しいことなども主

な理由として上げられています。

　これからの高齢化社会において、健康寿命を延

ばすためにも、県民体育祭は大変意義ある大会で

あり、ぜひ存続をお願いしたいと考えますが、今

後の県民体育祭開催について、県としての考えを

教育長に伺います。

　　�〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　県民体育祭は、長年にわ

たり、県民の健康増進とスポーツ精神の高揚を図�

ってきた県内最大の総合スポーツ大会で、本県が

目指すスポーツによる人が輝く豊かなくまもとづ

くりにおいても、重要な大会と考えています。

　現在、県内10ブロックの地域輪番制で開催され

ている県民体育祭は、開催地の事務負担や開催経

費等の課題が生じています。

　そこで、県民体育祭を主管する県スポーツ協会

は、昨年度から各市町村や競技団体と協議を重

ね、本年９月の熊本市大会で輪番制を終了し、令

和８年度から新たな方法での開催を目指すとの方

向性を、本年２月の県スポーツ協会の理事会で報

告されました。

　この方向性を踏まえ、県教育委員会といたしま

しても、県スポーツ協会とともに、各種競技団

体、市町村と連携しながら、令和８年度以降の開

催経費や競技会実施方法など、新たな大会運営の

在り方について検討を進めております。

　引き続き、関係団体との連携を深めるととも
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に、選手ファーストの視点に立った持続可能な大

会運営を目指して、しっかり検討を行ってまいり

ます。

　　�〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　答弁をいただきました。

　県民体育祭の開催について、これからも審議が

行われるということですので、まだ――今まで取

られてきた輪番制ということにはならないかもし

れませんけれども、ぜひ、県内のスポーツの振興

に対する一つの大きな取組でしたので、先ほど質

問の中でも言いましたけれども、ぜひスポーツを

県内の皆さん方に広げていく、特に、今、後期高

齢者多くなっている時期に、その高齢者も含め

て、このスポーツが楽しくできるような、そうい

う環境をつくっていくというのは、やっぱり県と

しての役割の一つではないかというふうに思うと

ころです。

　なかなか日頃は交流が少なくて、こういうスポ�

ーツに関わるということがだんだん少なくなって

いるような気がしますので、それは地域の中から

盛り上げていきたい、このように思います。

　ぜひ、県民体育祭についても、いろんな、形は

変わるかもしれません。種目別のそれぞれの競技

になるかもしれませんけれども、それはそれで大

事にしながら、県内全体の県民が本当に楽しく過

ごせるような体育祭を企画していただければ幸い

だと思います。これから、審議、深まるようです

ので、ぜひ、そういう意味を込めて、県としての

主張をお願いしたいというふうに思います。

　それでは、続きまして、下水道管の現状と安

全、安心のための対策について伺います。

　今年１月28日、埼玉県八潮市で、管の直径4.75

メートル、年数が42年経過した下水道管が破損を

し、それに起因すると考えられる道路の陥没事故

が発生をしています。

　陥没したところに大型トラックが転落し、70歳

代の運転手は、いまだに救助されることなく、行

方不明の状態となっておられます。２次災害を防

ぐことも大切ですが、現在の救助体制の弱さを強

く感じているところです。

　この事故を受け、下水道を所管する国土交通省

は、全国の自治体に適切な施設管理の徹底を依頼

しています。あわせて、都道府県に対して、１日

当たり最大処理量30万立方メートル以上の大規模

な流域下水道に接続する直径２メートル以上の下

水道管路について、緊急点検の実施を要請しまし

たが、県内に該当する規模の施設はないというこ

とです。

　八潮市の県道陥没事故の原因は、下水道管の腐

食によると見られ、国土交通省が公表している資

料では、2022年度に全国で発生した道路陥没は、

合計１万548件で、うち13％が下水道施設を要因

とするとされています。

　また、公表資料によりますと、下水道施設以外

の道路占用物件や道路施設などを要因とする陥没

も相当あるようです。身近なところでは、１月31

日に、熊本城内の通路で深さ2.5メートルの空洞

が、また、２月10日には、熊本市西区で道路の陥

没が見つかっています。

　道路の陥没は、その大小にかかわらず重大事故

の原因となりますので、私たちの社会生活に大き

な影響を与えることになり、道路管理の視点から

もしっかりとした対応が求められます。

　そこで、県内の下水道管の現状と八潮市の事故

を受けての対応及び道路管理における県民の安

全、安心のための対策について、土木部長に伺い

ます。

　　�〔土木部長宮島哲哉君登壇〕

○土木部長(宮島哲哉君)　まず、県内の下水道管

の現状についてお答えします。
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　県内の下水道管の総延長は8,100キロメートル

あり、このうち約４割の3,100キロメートルが損

傷等の不具合が起こりやすくなる供用後30年を超

え、特に300キロメートルは、一般的な耐用年数

の50年を超えています。

　今後、耐用年数を超える下水道管の急速な増加

が見込まれることから、平成23年度以降、県及び

市町村では、長寿命化計画に基づく補修や改築な

ど、予防保全による機能維持を図っています。

　具体的には、国のガイドラインに基づいて、管

の大きさや構造など、重要度に応じて適切な頻度

で点検しており、異状箇所については、損傷の程

度に応じて、修繕による機能回復や管の内面の補

強による耐用年数の延伸等を行っているところで

す。

　次に、八潮市の事故を受けた対応についてお答

えします。

　議員御紹介のとおり、県内には、国が要請した

緊急点検に該当する施設はありませんが、今回の

ような事故の発生による社会的影響の重大性を考

慮して、県が管理する流域下水道については、管

径80センチメートル以上で供用後30年以上経過し

た管路、または腐食のおそれが大きい管路の約９

キロメートルについて、カメラを用いて緊急点検

を行いました。

　その結果、管渠の異状は確認されませんでした

が、マンホール１か所の内壁に腐食による鉄筋の

露出が見られたことから、速やかに補修に向けた

設計に着手したところです。

　また、県の取組内容を市町村にも共有し、速や

かな緊急点検の実施を指導しています。

　さらに、道路には、下水道のほか、上水道、ガ

スなど多くの占用物件が埋設されているため、改

めて占用物件の適切な維持管理の徹底を各事業者

に通知したところです。

　最後に、道路管理における県民の安全、安心の

ための対策についてお答えします。

　県が管理する道路においては、道路施設や占用

物件の損傷が原因と考えられる陥没が年間約40件

発生しています。

　道路陥没による事故の発生を未然に防ぐために

は、路面の異状を見逃すことなく、早期に発見す

ることが重要です。

　そのため、日々の道路パトロールによる目視点

検や県民の皆様から道路の異状を通報していただ

く道路緊急ダイヤル、シャープ9910の活用に加

え、昨年７月からは、車載カメラとＡＩを活用し

た路面点検システムの運用を開始したところで

す。

　そして、陥没の疑いがある路面異状が発見され

た場合は、技術職員が直ちに現地に出向いて、道

路の損傷状況とその原因を確認し、道路利用者の

安全を確保するための応急対策や道路修復に係る

必要な措置を速やかに行っております。

　県民の安全、安心の向上に向けては、引き続

き、路面点検システムの改善による道路パトロー

ルの精度向上や道路緊急ダイヤルの普及に取り組

み、路面異状の早期発見に努めてまいります。

　また、占用物件に起因する道路陥没の発生時に

は、事業者との連携が不可欠であることから、事

前に連絡体制や対応手順を定めるなど、管理体制

の構築に取り組んでまいります。

　　�〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　御答弁いただきました。

　下水道管の問題については、熊本県でも約40件

が、年間そういう陥没の件数があるということで

した。さらには、道路パトロールを強化しなが

ら、そういうことに対応する努力もしっかりやっ

ていくということで、今の部長の答弁を聞けば、

熊本県内では、非常に八潮市のようなとんでもな
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い事故は起こらないのかなということですが、こ

れは安心しておられないと思います。

　継続、もう何年にもなって、それぞれの地下に

埋まっている管は、腐食をしていることも結構あ

るというふうに思いますので、今後も緊張を持っ

て、ぜひそういう点検については力を入れていた

だきたいし、特に、県が直接担当じゃないかもし

れませんので、自治体や関係するところに、その

徹底をよろしくお願いをしたいというふうに思い

ます。

　次に、阿蘇ソフトの村用地の利活用についてお

尋ねをいたします。

　先日、バブル期にソフトウエア関連企業の誘致

を目指して熊本県が買収をし、30年以上も活用さ

れないままだった高森町にある阿蘇ソフトの村計

画用地の売却が決まったと報道されました。

　マスコミの報道によれば、熊本県では、細川護

熙元首相が熊本県知事だった1987年、非常に古い

時代ですけれども、阿蘇ソフトの村実施計画が策

定され、1990年度に約19.2ヘクタールの用地を買

収したとのことです。

　県の用地取得の目的は、当時、キーテクノロジ�

ーの一つとして重視されていたソフトウエア関連

企業の誘致を目指したものでしたけれども、近隣

で民間企業のリゾート開発案が浮上していたこと

もあり、積極的に事業を推進されました。

　当該計画実施に向けた用地取得に約２億3,800

万円、利子や事務費を含めた総額は、約４億

8,000万円に上り、県費から支出されています。

　その後、バブル経済が崩壊し、景気が冷え込

み、進出する企業は１社も現れることなく、計画

は頓挫してしまいました。また、用地が一部買収

できず、虫食い状態になったまま30年以上活用さ

れない状態となっていました。

　そのような中、ＴＳＭＣの熊本県進出に伴い、

人流拡大やコロナ禍を経て、ワーケーションとい�

ったビジネススタイルの広がりなど、販売への環

境が整ったとして、2024年４月、県は、現時点で

の不動産鑑定による適正価格での公募を開始され

ました。

　公募には５件の申込みがあり、選定委員会での

審査を経て、株式会社マリーゴールドホールディ

ングスを売却先として決定されたと発表がありま

した。

　今回の売却金額は約1,249万円であり、これま

での県の投資額が約４億8,000万円であったこと

を考えると、長年にわたり活用できなかった土地

の利活用が見込まれる状況になったとはいえ、多

大な損失を生じることになったのは事実です。

　そのような中で、事業者は、５年以内には開業

することとされているとのことですが、厳しい経

済状況の中で、転売されずに事業が計画どおりに

実施されるのか、大変心配をしています。

　売却という県の大きな決断が成功であったとす

るには、事業者の取組が新たな地域活性へとつな

がっていくことが不可欠と考えます。

　そこで、県の認識やお考えについて、２点お伺

いいたします。

　まず、１点は、売却先の決定についてです。

　株式会社マリーゴールドホールディングスに売

却と決定した決め手となったのはどのような点だ�

ったのでしょうか。

　次に、２点目は、予定されている事業に対し、

県としてどのような期待をされているのか、商工

労働部長に併せてお伺いいたします。

　　�〔商工労働部長上田哲也君登壇〕

○商工労働部長(上田哲也君)　まず、売却先とし

て株式会社マリーゴールドホールディングスに決

定した理由についてお答えします。

　県では、昨年４月、阿蘇の豊かな自然環境を活
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用した地域振興の核としての新しい拠点づくりを

開発理念と定め、その実現に向けて、企業活動の

場、余暇活動関連の場、地域活性化に資する場と

する当該土地の利用計画の公募を開始いたしまし

た。

　その結果、議員御紹介のとおり、５件の申請が

あり、このうち株式会社マリーゴールドホールデ�

ィングスの提案が、最も開発理念に合致する計画

で、地域振興の核となる実現可能性が高いと判断

したことから、売却先として最適であると決定い

たしました。

　具体的な決定理由としましては、豊かな自然を

生かしたデイキャンプ、グランピング施設、アス

レチックなどの集客力が高い野外活動施設の整備

が予定され、森林環境や水源涵養機能を保全する

など、地域環境への配慮もなされていたことで

す。

　加えて、同社は、ウェディング事業や雲仙天草

国立公園内の上天草市にありますリゾートホテル

の開発実績もあり、同社の有する各事業との連携

などでさらなる集客が見込め、持続的な事業展開

が期待できます。

　また、詳細な現地調査に基づきます事業提案や

地元への事前説明も予定されるなど、地域との融

和を大切にされています。

　なお、議員が懸念されておられます転売につき

ましては、10年以内は県の承認なしには転売でき

ない契約とすることとしています。

　次に、本事業に対する県の期待についてお答え

いたします。

　この土地は、ソフトウエア関連企業等へのアプ

ローチや関係者との協議を行ってきたにもかかわ

らず、30年以上も利活用が進まなかった土地で

す。今回、自然環境を生かした実現性の高い事業

提案をいただいたことで、高森町の新たな地域振

興の核となるものと考えております。

　さらに、阿蘇地域全体の魅力向上につながりま

すとともに、九州各地からの集客の可能性も秘め

ています。

　この土地の近隣には、鍋の平キャンプ村、サク

ラミチ、上色見熊野座神社など、数多くの観光ス

ポットがございます。これらの魅力的な地域資源

との相乗効果が発揮され、様々な付加価値が創出

されることも期待をしています。

　県としても、事業計画が着実に進むよう、高森

町とともに事業者と密に連携して取り組んでまい

ります。

　　�〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　御答弁ありがとうございました。

　阿蘇ソフトの村の活用ですけれども、今最後に

もおっしゃられましたけれども、これから高森町

等々といろんな打合せを進めながら、事業計画が

着実に進むようにするということです。

　私が一番心配するのは、この用地の転売がどう

なのかということですけれども、この転売につい

ては、契約において10年以内の転売ということで

すが、これはまだ確定したことではないようです

ので、ぜひ、よろしかったらやっぱり転売、10年

という期限を持たないで、転売をしないようにで

すね。これは公費を使っています。公費の金額も

４億6,700万円、これが公費として使われたこと

になっていますので、転売の心配が非常に私も強

くあります。

　30年近くそのままにしていたところですけれど

も、今は１年、２年あっという間に過ぎますし、

10年に延ばすという答弁がございましたけれど

も、10年というのもあっという間だというふうに

思います。

　ですから、もう転売しないで、その事業をやっ

ぱり絶対に進めていくというその立場を――今、
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そういう立場でいらっしゃるというふうに思いま

すけれども、そのことを強く信念を持って進めて

いただきたい、このように思います。

　公有地を簡単に転売をして、それも安く転売し

ていくという事情も今までもあったようですの

で、そういうことにならないように、ぜひ努力を

お願いしたいというふうに思っているところで

す。

　それでは、５番目の教育現場の実態と教員の長

時間労働の改善について、このことも代表質問や

いろんな機会で皆さんから質問されている中身だ

というふうに思いますけれども、よろしく御答弁

をお願いしたいというふうに思います。

　小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等、

教育現場で教員の長時間労働が問題になっていま

す。

　本県において、時間外在校等時間が月45時間を

超える教職員は、2025年度のデータでは、県立学

校で23％、市町村立学校で30％となっています。

　現場の教員からは、生徒が帰った後の時間は、

休憩も取れず、次の日の授業の準備にかかるが、

学校での時間だけでは足らず、家へ持ち帰って仕

事をすることになる、さらに、授業や授業準備だ

けでなく、部活動指導や不登校傾向の児童生徒へ

の対応あるいは保護者への対応など様々な苦労が

あるなどなど、授業以外に時間を取られ、長時間

勤務になって負担が重くなっているとの声も聞き

ます。もっとゆとりを持った教育ができないかと

考えているところです。

　教員は、民間企業と異なり、超過勤務手当が支

払われず、一律４％の教職調整額が支給される仕

組みです。この４％の支給率を上げていくのが国

の方針ですが、本当にそれだけで教員の負担軽減

や長時間勤務の改善につながるとは考えられませ

ん。

　私は、教員の定数やサポーターを増やすことが

重要と考えます。しかし、財政的な面が必要で

す。また、教員の長時間労働の是正については、

即効性のある取組が必要になります。

　教育現場が、働きがいのある職場として存続

し、学校の充実と子供たちの成長に欠かせない機

関として重要視されることを強く望みます。

　そこで、教育長に伺います。

　長時間勤務を改善し、ゆとりを持った教育環境

をつくるためにどのような対策が必要なのか、教

育長の見解を伺います。

　　�〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　教員の長時間勤務の改善

に向けた取組についてお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、教員は、授業以外にも様�

々な業務があり、教材研究や教科指導等の教員の

主たる業務に加え、部活動や校務分掌に関する業

務などを時間外に従事している実態があります。

　時間外在校等時間が月45時間を超える教職員の

割合は、年々減少しているものの、減少幅は鈍化

傾向となっており、長時間勤務を改善することは

喫緊の課題と認識しております。

　こうした状況も踏まえ、県教育委員会では、昨

年11月に第２期公立学校における働き方改革推進

プランを策定し、長時間勤務の改善に向け、さら

なる働き方改革の取組を進めているところでござ

います。

　例えば、部活動に関しては、部活動休養日の徹

底や部活動指導員の配置、中学校部活動の地域移

行等を進めています。また、オンライン会議やペ�

ーパーレス化など、ＩＣＴを活用した取組や学校

閉庁日の拡大、ノー残業デーの設定など、教職員

の意識改革につながる取組を積極的に進めていま

す。

　さらに、教員の負担を軽減するため、全公立学
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校に教員業務支援員を配置するための予算を今定

例会に提案しているところでございます。

　県教育委員会といたしましては、教員の健康を

守り、日々生き生きと児童生徒に接することがで

きるよう、引き続き、長時間勤務の改善に向け、

取り組んでまいります。

　　�〔岩中伸司君登壇〕

○岩中伸司君　教育長から答弁をいただきまし

た。

　教員業務支援員を配置する等々、予算も拡充を

されているようですけれども、今、現場は、教職

員にとっては大変な現状があるだろうというふう

に思います。ぜひ、この問題については、積極的

に改善をしていただきたい、このように思いま

す。

　いろいろ先生方に話を聞いたら、大変な事情の

中に、それぞれの教科ごとの先生の分担の多さも

あるようです。ある国語の先生は、担当をたくさ

ん持っていて、授業が終わった後、翌日の授業を

計画するのに時間がかかり過ぎるということで�

――その教科次第で、何もしないでいい先生もい

らっしゃるということも聞きました。そういう矛

盾があるようですので、そういうこともないよう

に、教育現場の充実については力を入れていただ

きたい、このように思います。

　全体的に時間が物すごく今日は余りますが、も�

っともっと質問を深めたいなというふうな思いで

いますけれども、最後に要望として、高齢者に係

る施策についてお願いをしたいと思います。

　高齢者、私も後期高齢者になったんですが、こ

ういう状況で、以前は議場の中でわいわい、がや

がや激論をするぐらいのやじが飛んでいた時代を

紹介したことがありますけれども、最近はおとな

しくなって、スムーズな質問で、身近な、簡単な

質問をしているので、こういう時間の配分になっ

たのかなというふうに思っているところですが、

それでもしっかり今後は頑張っていかなければな

らないというふうに思っているところです。

　高齢者に係る施策について、これは本来質問を

したかったんですけれども、要望ということに代

えていきたいというふうに思います。

　人口減少が続く中で、高齢化率はますます拡大

される現状にあります。

　昨年10月の熊本県内の人口は169万6,144人です

が、65歳以上の人口は55万2,759人で、32.6％を

占めています。

　高齢者に対する国の施策の充実を図っていかな

ければならないのは当然ですが、医療、介護、年

金など、厳しい現状となっています。

　医療は、75歳以上の医療費の窓口負担は原則１

割、現役並みの所得者は３割の２段階から、2022

年10月から、単身では、課税所得28万円以上かつ

年収200万円以上の人など２割に引き上げられ、

医療費負担が３段階になっています。

　収入200万円といえば、税金、社会保険料等を

差し引けば、可処分所得はさらに低い人であり、

さらに厳しい生活に追い込まれます。

　介護については、民間調査機関の調査結果によ

ると、介護事業所の廃業、倒産、撤退に追い込ま

れている事業所が増加しており、2024年の介護事

業所の倒産は全国で172件です。介護保険制度が

始まってから最多となっています。

　熊本県内では７件で、全国で６番目と聞いてい

ます。介護保険料は払っていても、介護サービス

が受けられない事態が懸念されます。

　公的年金、この金額は、2025年度予算では1.9�

％引き上げられると言われているものの、物価高

騰の中で暮らしはさらに悪化するものと思われ、

健康で文化的な生活を保障すべきです。

　県としては、人生100年時代の充実に向けた体
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制づくりとして、医療、福祉、介護等に具体的な

予算が計上され、さらに、地域共生社会の実現に

向けて、市町村への支援等にも力を入れてもらっ

ている現状です。

　各地域では、老人クラブ等の活動として、グラ

ンドゴルフ大会、囲碁、将棋、体操などを通じて

会員の交流を深め、日常の生活を楽しくすること

や、友愛訪問など地域を豊かにする社会活動等が

取り組まれていますが、会員の減少や役員の成り

手がないなど、運営の厳しさがあるようです。

　老人クラブ等は自主的な組織ですが、高齢者の

組織に対して、県としてのさらなる支援を強めて

いただくことを要望します。

　この高齢者問題については、地域の中から、老

人クラブのある人から要望もありました。老人ク

ラブとしての活動をずっと進めているんですが、

なかなか財政的な面でも自由にお金が使えないよ

うな状況もあると、他人との交流が薄れているの

が現状です。高齢者だけでなくて、隣近所との交

流が少なくなっているのも、最近の特徴ではない

でしょうか。

　人と人とのつながりをもっともっと深めてい

く、このことが大事であるんですが、残念ながら

この時代は逆行をしています。高齢者で、健康

で、医療も介護も要らないような状況の人たちが

グループをつくって、それぞれ楽しく余生を送っ

ていくということは、非常に大切なことですし、

それを支えていくのは、主にやっぱり地方自治体

だと思うんですが、県も関わりながら、ぜひ高齢

者対策についても目を向けていただきたい、この

ように思うところです。

　ぜひ、この社会をもっと、生きづらい社会でな

くて、楽しい社会にすることを、心から県の取組

をお願いして、質問を終わりたいというふうに思

います。

　本日は、大変時間が余りまして、皆さん方の御

協力のおかげです。よろしくお願いします。

　ありがとうございました。(拍手)

○副議長(髙木健次君)　この際、５分間休憩いた

します。

　　午前10時51分休憩

　　午前11時２分

○副議長(髙木健次君)　休憩前に引き続き会議を

開きます。

　星野愛斗君。

　　�〔星野愛斗君登壇〕(拍手)

○星野愛斗君　皆さん、こんにちは。熊本維新の

会・熊本市第二区・星野愛斗です。今回、３回目

の質問になります。

　早いものでもう２年がたとうとしておりまし

て、相変わらずこの場に立つと、非常に緊張して

おります。まだまだちょっと言葉に詰まるところ

があるかもしれませんが、御容赦いただければと

思います。

　それから、今回の質問、先ほどの岩中議員、ち�

ょっと同様に、観光と県有地の考え方とそれから

ＳＮＳの考え方と、多分に重複している部分があ

るかと思いますが、その辺りちょっと皆さん、御

容赦いただけたらというふうに思います。少し切

り口を変えて質問に臨みたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

　まず、１つ目、質問に入らせていただきます。

　熊本の観光振興についてです。

　２月９日の熊日新聞に、民間企業の調査結果と

して、熊本県の2023年度の外国人旅行者が、コロ

ナ禍前の２倍を超え、全国一の伸びであることが

報じられました。

　このすばらしい成長を支えている要因の一つと

して、県庁前のルフィ像をはじめ、県内10か所に
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設置されたワンピース像が上げられています。

　ワンピース像は、多くの観光客を引き寄せ、今

や熊本の観光名所としての地位を確立しました。

その影響力は計り知れず、海外の様々な国や地域

から、多くの旅行者がこの像を目当てに熊本を訪

れています。

　中には、この10か所全てのワンピース像をタク

シーで回り、制覇をしようという外国の方もお

り、円安の影響もあり、１周５万円ほどで回って

いるとの話も耳にしています。大変ありがたい話

で、この熊本の宝とも言える観光資源を有効に使

わない手はありません。

　しかし、現状を見ますと、観光客の多くは、像

を見て、写真を撮るだけで、その後の買物や食事

などの滞在型観光にはあまりつながっていないと

いう課題もあるのではないでしょうか。

　観光資源を最大限に活用し、地域経済の活性化

を図るためにも、県庁舎やその周辺のプロムナー

ド等をもっと活用することが重要であると考えま

す。例えば、観光客が訪れた際には、さらに楽し

んでもらえるような取組として、『ONE�PIECE』関

連のグッズ販売や県内の特産品を使った飲食メニ�

ューの提供などが考えられます。

　来年は、ONE� PIECE熊本復興プロジェクトが10

年目を迎え、この節目のタイミングを逃すことな

く、さらなる観光振興につなげるための具体的な

施策が今後の鍵を握ります。

　さらに、熊本には、ワンピース像以外にも、各

地域にそれぞれ魅力的な観光資源が豊富に存在し

ています。これらの資源を相互に補完し合いなが

ら、県内全体で、また九州各県とも連携をしなが

ら、官民一体となって熊本の観光の魅力を最大限

に引き出すことが求められると思います。

　そこで、以下についてお尋ねします。

　近年の熊本県の観光動向について、延べ宿泊者

数、延べ入り込み客数、観光消費額、観光消費単

価など、コロナ後の５年間の推移を踏まえ、県と

してどのように分析をしているのか。特に、コロ

ナ禍の影響を受けた後の回復が遅れている分野が

あれば、どのように捉えているのか。国内観光客

及びインバウンドの動向は、どのように変化をし

ているのか。

　次に、それらの分析を踏まえ、今後の観光戦略

として、来年のONE� PIECE熊本復興プロジェクト

10年目を迎えるタイミングで、好調な観光地のさ

らなる充実策や観光消費単価の向上に向けた施策

をどのように考えているのか。

　最後に、熊本県の観光振興において、九州各県

との連携や県内の自治体、民間との協力体制につ

いて、観光ルートの設定や広報活動の取組の現状

をお伺いします。

　以上３点、県の観光振興施策の現状や考え方に

ついて、観光文化部長にお尋ねします。

　　�〔観光文化部長倉光麻里子さん登壇〕

○観光文化部長(倉光麻里子さん)　まず、本県の

観光動向の概要とその受け止めについてお答えし

ます。

　本県の令和５年の延べ宿泊者数は約840万人と

過去最多、観光消費額も約3,733億円と過去最高

額となりました。また、令和６年の観光庁統計速

報値によりますと、外国人延べ宿泊者数は約144

万人となり、過去最多を更新しています。

　これら好調の要因は、令和２年に発生した新型

コロナウイルス感染症と豪雨災害により激減した

観光客数が、旅行需要喚起策や魅力ある観光地域

づくりに加え、ＴＳＭＣ進出、国際線の充実、国

際スポーツ大会の開催等、好機を捉えた国内外で

のＰＲにより回復したものと認識しています。

　一方、好調なインバウンド需要とは対照的に、

令和６年の日本人延べ宿泊者数は、昨年より12％
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減少し、約653万人となりました。加えて、県内

各地の観光客の回復に差が生じていることから、

引き続き、地域の特性に合わせた誘客対策の実施

や二次交通の充実、特別な体験を提供する観光の

高付加価値化などを推進していきたいと考えてい

ます。

　次に、ONE� PIECE熊本復興プロジェクトに関す

るさらなる施策についてお答えします。

　県内10か所に設置した麦わらの一味の銅像は、

多くの観光客、特にインバウンド客を誘引してい

ます。

　議員御指摘のとおり、これらの銅像と周辺観光

地が今後さらに連携、相互補完することで、観光

消費の拡大、滞在型観光の促進など、その効果を

最大化していく必要があると認識しています。

　そのため、清和文楽や南阿蘇鉄道などの地域資

源とのコラボレーションや銅像周辺店舗における

お土産品の販売等を推進するとともに、銅像への

アクセスや周辺観光地を紹介するガイドブックも

作成し、訪れる方に長く滞在していただけるよう

取り組んでいるところです。

　さらなる取組として、麦わらの一味の銅像を中

心に、周辺観光地も周遊する２日間のバスツアー

を交通事業者との連携により造成し、来月26日か

ら運行を開始することとしております。ツアーで

は、銅像の制作秘話の紹介や物産館等での買物、

熊本地震震災ミュージアムへの訪問など、豊富な

メニューを含む内容となっています。

　最後に、九州各県や市町村、民間との協力体制

についてお答えします。

　新たな観光資源の発掘や観光ルートの設定につ

いては、地元市町村や観光協会、旅行会社などと

協働して取り組んでいます。また、滞在時間、移

動距離が長いインバウンド客に対しては、九州観

光機構を中心に、九州各県と連携を図りながらプ

ロモーションを行っています。

　令和８年夏には、ＪＲグループをはじめ、官民

一体となって熊本デスティネーションキャンペー

ンを実施します。この好機を逃さず、より効果的

な誘客施策を展開できるよう、オール熊本で取り

組んでまいります。

　　�〔星野愛斗君登壇〕

○星野愛斗君　観光文化部長の御答弁を伺い、熊

本県の観光が順調に回復をし、特に外国人観光客

の増加が顕著であることを改めて認識しました。

　一方で、日本人宿泊者数の減少や地域による観

光客の回復の差については、重要な課題として引

き続きしっかり取り組んでいただきたいと考えま

す。

　また、ワンピース像をはじめとする観光資源の

さらなる活用や新たに運行されるバスツアーの開

始など、観光消費の拡大や滞在時間の延長を意識

した施策が進められている点は、大変心強く感じ

ます。

　と同時に、ワンピース像の中でも目玉であるル

フィ像がある県庁は、特に休日は県庁が閉まって�

いることも影響し、観光客がせっかく訪れても、

その後の行動につながらず、先ほどの繰り返しに

なりますが、そのまま帰ってしまうというような

状況も多々見受けられますので、これは非常にも�

ったいないことでありますので、今後は、県庁そ

のものを観光資源の一つとして捉え、プロムナー

ド等のスペースを活用した観光施策に取り組むこ

とも考えられるのではないかと思います。

　ちなみに、本日の熊日新聞では、外国人の消費

単価がお隣福岡県に比べて半額以下との記事があ

りました。これは、課題であると同時に、強みと

もなり得ますので、この辺りもうまく生かしなが

ら取組を進めていただけたらというふうに思いま

す。
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　さらに、九州各県との連携により、広域的な観

光ルートの設定やインバウンド向けのプロモーシ�

ョンが進められていること、熊本が九州観光の中

核としてさらに存在感を高められるよう、引き続

き取り組んでいただきますとともに、御答弁にも

ありましたとおり、令和８年の熊本デスティネー

ションキャンペーンは、熊本の観光をさらに飛躍

させる絶好の機会となりますので、この機運を最

大限に生かし、県内各地の観光資源をより一層磨

き上げ、訪れた方々がまた来たいと思えるような

仕組みづくりに期待をしたいと思います。

　次の質問に移ります。

　２つ目、県営住宅についてです。

　近年、日本全国で公営住宅の在り方が問われて

います。少子高齢化が進み、住民ニーズが変化す

る中で、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与

するという本来の公営住宅の役割を十分に果たし

ているのか、適正な管理が行われているのかが重

要な課題となっています。特に、空室対策、老朽

化した住宅の再編、ペット飼育の可否等が、各自

治体において議論されています。

　本県においても、県営住宅の空室率に課題があ

ります。県内平均の入居率は約80％ほどですが、

熊本市内の人気エリアでは100％で常に埋まって

いる住宅もある一方で、７割程度しか埋まってい

ない物件も存在しています。特に、一般的には古

い住宅は敬遠されがちであり、こうした住宅の再

編や活用についても検討が必要とされています。

　これらの問題に対処するために、一部の地域で

は、空室の多い住宅に対し、従来の年２回の募集

から常時募集を導入する試みも行われ、内覧後に

入居できるということで一定の好評を得ていると

伺っていますが、依然として空室問題は解決され

ていません。

　全国的に見ても、公営住宅の入居率の低下が課

題とされ、都市部ではほぼ満室の住宅もある一

方、地方の住宅では空室率が高いケースもあり、

やはり地域による格差が顕著になっています。

　こうした中、自治体によっては、空室を減らす

ための施策として、ペット可の公営住宅の試験導

入や高齢者向けのバリアフリー改修を進めるなど

の対応を模索しています。例えば、兵庫県神戸市

では、ペット共生住宅として、一部の市営住宅で

小型犬や猫の飼育を許可する制度を導入してお

り、また、大阪の府営住宅では、原則としてペッ

トの飼育は禁止ですが、入居世帯の８割以上がペ�

ットの飼育に同意していることに加えて、飼育ル�

ールの策定やペットクラブの結成等を条件に、一

部の住宅でペットの飼育が認められています。

　また、ＵＲ都市機構、旧住宅公団でも、ペット

と共生できる住宅を提供する動きがあり、ペット

共生型住宅の需要は全国的に増えているように見

えます。しかしながら、公営住宅においては、ま

だまだペット可の事例は極めて少ない状況です。

　熊本県では、災害公営住宅の整備が進んでお

り、これらの住宅の一部ではペットの飼育が許可

されているケースもあります。しかし、それは時

限的で限定的な例であり、やはり県営住宅におい

ては、原則ペット禁止はいまだに変わっておりま

せん。

　ペットとの共生は、単なる生活の快適さだけで

なく、社会的、健康的なメリットも期待されてい

ます。特に、高齢者の増加が進む中で、ペットの

存在は認知症予防や孤独感の軽減に寄与するとさ

れており、多くの自治体がこの点に注目していま

す。ペットを飼うことで、定期的な散歩や地域で

の交流が促されることにより、健康の維持や地域

社会との結びつきを強める効果も期待されていま

す。このため、県営住宅でのペット飼育を認める

ことは、高齢者福祉の向上や県民の生活の質の向
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上に資する可能性があると考えられます。

　このような背景の下、本県では、木村知事が動

物愛護日本一を掲げ、ペットに関する施策を積極

的に進めてくださっております。木村知事のマニ

フェストにもありました、原則禁止の県営住宅で

のペット同居可への転換、この点に期待する声

は、この１年で何度も耳にいたしました。

　こうした状況を踏まえ、熊本県の県営住宅に関

して、次の点についてお伺いしたいと思います。

　１点目、県営住宅の空室対策について。

　県営住宅の入居率は、県内平均で８割とのこと

ですが、市内では100％埋まっている住宅がある

一方で、７割程度しか埋まっていない物件も存在

しています。一般的に古い住宅には人気がない傾

向があると思いますが、これらの空室対策につい

て、どのような施策を検討されているのでしょう

か。

　特に、常時募集を導入した地域での効果や今後

の募集方法の見直しの予定があれば、併せてお教

えください。

　２点目は、県営住宅におけるペットとの同居に

ついて。

　災害公営住宅では、ペット可の事例があるが、

県営住宅ではどのような課題があると考えられる

のか。

　また、住民のニーズ調査やペット同居可とした

場合の管理体制など、様々な検討が必要だと思わ

れますが、具体的にどのような対応を想定してい

るのか。

　以上２点、土木部長に伺います。

　　�〔土木部長宮島哲哉君登壇〕

○土木部長(宮島哲哉君)　県営住宅は、住宅に困

窮する方に、所得等に応じて低廉な家賃で賃貸す

ることを目的として整備しており、入居希望者の

多様なニーズに応えられるよう、改善を重ねなが

ら運営しています。

　まず、１点目の空室対策についてお答えしま

す。

　県営住宅の空室については、近年少しずつ増加

し、令和７年１月末時点で全体8,524戸の約２割

に当たる1,700戸余りが空室になっていますが、

ユニバーサルデザイン仕様での改修や令和３年度

から導入した常時募集等の入居促進対策により、

空室の増加に歯止めがかかりつつあります。

　常時募集の効果については、随時申込みが可能

となり、事前に室内の確認もできることが入居の

促進につながり、令和６年11月末までに募集を行�

った317戸に対して、286戸の入居があっていま

す。

　一方、議員御指摘のとおり、立地条件や部屋の

仕様が入居希望者の意向に合わず、入居が進まな

い住宅もあります。

　このため、通学や買物など生活の利便性がよ

く、より多くの入居希望者が見込まれる住戸から

優先して改修工事を実施しています。さらには、

新たに子育て世代に対応した住戸仕様を導入する

こととしており、これらに必要な予算を今定例会

に提案しています。

　また、募集方法の見直しについては、特に子育

て世代の入居を促進するため、入居申込みの際の

優遇措置の対象とする子供を小学校卒業前の子か

ら18歳未満の子に変更するなど、改善を行ったと

ころです。

　今後も、入居者や入居希望者の意向、課題を継

続して把握し、ハード、ソフトの両面から空室の

解消に取り組んでまいります。

　次に、２点目のペットとの同居についてお答え

します。

　県営住宅では、現在、動物アレルギーがある、

またはペットが苦手な入居者に配慮して、ペット
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との同居を禁止しており、やむなく入居を断念す

る方もおられる状況です。

　ペット同居は、県営住宅においても対応が必要

なニーズの一つであり、入居者の健康に配慮しつ

つ、お気持ちを受け止めながら検討を進めること

が非常に重要であると考えています。

　そこで、まずは他の自治体や民間の共同住宅に

おける取組について、情報収集を行ってきまし

た。

　近年、民間の共同住宅においては、動物愛護に

対する意識の高まりを受け、ペット同居が可能な

物件の供給が増加傾向にあります。

　また、県内の市町村においては、議員御紹介の

とおり、新しく建設した災害公営住宅などで、被

災者に寄り添う観点からペット同居を認めた事例

があります。

　加えて、東京都健康長寿医療センターの報告に

よると、ペットとの同居は、高齢者にとって認知

症の予防や介護費の抑制に効果があることが公表

されています。

　その一方で、県外の既存の公営住宅でペット同

居を試行した結果、入居者から、ふん尿の不始末

や鳴き声に関する多くの反対意見があり、理解が

得られなかった事例もあります。

　今後は、自治会や団地入居者の意向をしっかり

と把握し、関係機関と連携しながら、必要なルー

ルづくりや入居者の合意形成の手法、ペットを受

け入れてもらうための自主的な活動などについ

て、検討を行ってまいります。

　引き続き、住宅に困窮する方に寄り添いなが

ら、健康で安全に、安心して生活できる県営住宅

を提供できるよう、取り組んでまいります。

　　�〔星野愛斗君登壇〕

○星野愛斗君　土木部長に御答弁いただきまし

た。

　空室対策として、常時募集が数値的に大きな成

果を上げている点は、非常によい取組だと感じま

した。今後のユニバーサルデザインへの改修につ

いても、着実に進めていただきたいと思います。

　また、人口減少が進む一方で、高齢者の増加に

伴い、県営住宅の需要も変化していくことが予想

されます。そのため、県住宅マスタープランを軸

にしつつも、状況に応じた柔軟な対応をお願い申

し上げます。

　次に、ペットとの同居についてですが、御答弁

のとおり、様々な課題があり、簡単には進められ

ないとのことでした。

　しかし、実際に私の元には、ペット可の県営住

宅の件はどうなったのかと、そういった声が度々

寄せられます。ちょうど１年前の県知事選の選挙

期間中に、あれがあるから木村候補に投票したよ

というような声も実際にありまして、県民のその

投票行動にまで影響を与えております。それだけ

に、知事の一声は、県民にとっても大きな意味を

持つものと感じております。

　ですので、御答弁にありました取組に加え、他

の自治体の成功事例等を着実に、具体的に分析を

していただき、その上で知事の強力なリーダーシ�

ップの下で課題を乗り越えていただきたくお願い

を申し上げまして、次の質問に移ります。よろし

くお願いします。

　３つ目、県民に開かれた県政についてお尋ねし

ます。

　民主主義の根幹は、国民が政治に参加し、意思

決定のプロセスに関与できることにあると思いま

す。そのため、行政がどのような判断を行い、ど

のような施策を進めているかといった情報を、国

民が知ること、知ることができることが重要にな

ります。そして、行政の情報は、本来国民のもの

であることから、情報の透明性を確保すること
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が、行政の信頼を高め、政策の正当性を担保する

ことにつながります。

　このことは地方自治においても同様で、県にお

いては、情報の透明性を高め、さらに、地域住民

の声を反映させながら政策が決定、執行されてい

くことが求められています。そのため、住民が県

政の実態を正しく理解し、議論し、意見を表明で

きる環境を整備し、県民が参加しやすい県政を目

指す必要があると考えます。

　こうした開かれた県政を目指すための重要な施

策として、情報公開制度があります。熊本県の情

報公開条例の第１章第１条には、「県政に関する

県民の知る権利を尊重し、」――一部中略します

が、「県民の県政に対する理解と信頼を深め、県

政への参加を促進するとともに、開かれた県政の

推進に資することを目的とする。」とうたわれて

います。

　この情報公開制度は、県民が主体となり、県政

に参加するための重要な仕組みですが、この制度

が適切に行われていなければ、県民は県政の情報

を正しく知ることができず、県の判断を検証する

機会を失い、結果的に県政に対する信頼を損なう

ことにもつながります。

　本県における令和５年度情報公開条例に基づく

開示請求、開示申出に対する決定等の件数は869

件で、前年度の644件よりも225件増加していま

す。それだけ県政への関心が高まっていることの

表れかと思いますが、一方で、制度を利用した方

からは、不開示や不存在の情報が多い、開示まで

の時間がかかり過ぎるとの声も聞こえています。

　また、開示請求に対する開示、不開示等の決定

に不服がある場合に行う審査請求については、令

和４年度の６件から、令和５年度には15件に増加

をしています。

　実際に、審査請求から裁決に至るまでの期間に

ついては、熊本県情報公開・個人情報保護審議会

に諮問する必要もあるため、１年以上かかるケー

スもあるようですが、審査請求件数の増加を踏ま

え、期間の短縮や審議会委員の負担軽減を図る観

点からも、改善策の検討が必要ではないのでしょ

うか。

　次に、県民の意見を施策に反映するための重要

な制度として、パブリックコメントや県への提案

があります。

　まず、パブリックコメント制度については、県

政の透明性を高め、県民への説明責任を果たし、

県民の積極的な参画と多様な意見を反映した施策

の質的向上を目指すという目的の下、県の施策等

をホームページで公開し、広く県民の意見を募集

する取組であり、これまでも制度の運用を通じて

県民の声を施策に反映させる努力が続けられてき

ました。

　しかし、検索エンジンでヒットする古いページ

では、最新の意見募集状況が一部反映されていな

いケースが見られることや、掲載方法が分かりに

くく、案件の検索機能もないため、意見募集案件

の存在に気づかず、結果的に提出されたコメント

が０件という案件も多いという声があります。

　また、掲載されている資料についても、県の実

施要領や要綱の要旨に沿った分かりやすい形で十

分な情報が提供されているのか、疑問を感じる案

件も見受けられます。そのため、県民が意見を提

出する機会を十分に生かし切れていないケースが

あるのではないかと考えます。

　本来の目的である県民の声を施策に反映すると

いう点をより実効性のあるものにするため、例え

ば、改善に向けてアイデアを募集する等の積極的

な工夫が求められるのではないでしょうか。

　次に、県への提案制度について、県民の皆様か

らの県政に関する率直な意見や提案を募り、今後
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の県政運営に生かしていくというすばらしい取組

で、木村知事御就任直後の、従来の知事への直行

便を引き継ぐ形で、2024年の４月から、今年度か

ら開始された制度であります。

　意見の多かった内容については、公表もされて

おります。しかし、公表される数はごく一部に限

定されており、全てが公開されているわけではあ

りません。

　また、県民の方からの提案に対し、回答を希望

される場合は県から回答をしているのですが、根

拠を示すことなく、結論のみの回答であったり、

文字数制限があるために提案を分けて送ると、総

論として１つの回答が大ざっぱに返ってくるな

ど、説明が不十分である旨の御意見を県民の方か

らいただきました。

　せっかくのすばらしい取組を始められたのに、

このような運用状況が続けば、県民は意見や提案

を出す意欲を失い、県としても貴重な意見を取り

入れる機会を逸することになります。

　そして、こうした県民の意見を県政に生かして

いく取組を十分に活用しなければ、知事が掲げる

熊本の新しい時代を県民の皆様とともに切り開

き、地方創生の完成形を目指す県民が主人公の県

政という理念の実現も困難になるのではないでし�

ょうか。

　そこで、県民に開かれた県政の実現のために重

要な以下の３つの施策について伺います。

　１つ目、情報公開制度について。

　情報公開制度の円滑な運用は、県民が県政に参

加するための前提条件となりますが、現在の開示

請求の処理状況について、迅速かつ適正に対応で

きていると考えているのか、県の御見解を伺いま

す。

　また、審査請求の増加について、県としてどの

ように分析をし、対応策を講じていくのか、総務

部長に併せて伺います。

　２つ目、パブリックコメントについて。

　県民の意見を県政に反映させるためには、パブ

リックコメント制度の適正な運用が求められます

が、県のホームページにおける意見募集のページ

の分かりにくさや検索機能の不備が指摘されてい

ます。分かりやすさ向上のため、改善を検討する

べきではないかと思います。一例としては、ペー

ジ内の検索機能を追加で実装するだけでも見やす

くなると思いますが、県の御見解を伺います。

　また、パブリックコメントの掲載資料が県の実

施要領や要綱に沿って分かりやすく作成されてい

るかを検証し、必要な改善を行うべきではないか

と考えますが、県の御見解を企画振興部長に併せ

てお伺いします。

　最後に、県への提案について。

　意見を送っても、きちんと回答が得られない、

意見が公表されないという県民の意見があります

が、こうした声を受けて、運用の改善を図る考え

があるか、県の御見解を知事公室長に伺います。

　合わせて３点、伺います。

　　�〔総務部長小金丸健君登壇〕

○総務部長(小金丸健君)　県民に開かれた県政に

ついての３点のお尋ねのうち、まず、情報公開制

度についてお答えします。

　情報公開制度については、県民参加による県政

を推進するため、積極的に情報を開示するとの原

則に立ち、速やかに、かつ適切に運用していま

す。

　昨年度、開示請求に対する決定件数が大幅に増

加した主な理由は、請求内容が複数課にわたるも

のや、請求された文書が膨大で、段階的な決定が

必要となる包括的な請求及び類似の内容の請求が

繰り返し多数なされたためです。

　近年、こうした開示請求が頻繁に行われてお
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り、決定件数の増加が顕著になっています。審査

請求においても、同様の傾向が見られます。

　このため、昨年10月から、情報公開・個人情報

保護審議会の開催回数を増やし、審議の迅速化を

図るとともに、委員増員の検討も進めているとこ

ろです。

　県としては、情報公開制度が広く県民の皆様の

知る権利に資するものとなるよう、引き続き適正

な制度運用に努めてまいります。

　　�〔企画振興部長富永隼行君登壇〕

○企画振興部長(富永隼行君)　パブリックコメン

トについてお答えします。

　この制度は、より透明性の高い県政、そして県

民の皆様の県政への積極的な参画の推進を目的と

しています。

　この点を踏まえ、まず、１点目のホームページ

の改善についてお答えします。

　県では、これまで、企画課のページにおいて、

意見募集中の案件に加え、既に意見募集が終了し

た案件についても、その結果を掲載し、県民の皆

様への周知を図ってまいりました。

　しかし、トップページからこのページにたどり

着くためには、複数の階層があり、県民の皆様か

らも改善を求める御要望をいただいております。

　そこで、県では、新たにパブリックコメント専

用の特設ページを設けるとともに、トップページ

からリンクできる改変を、本年２月に行いまし

た。

　これにより、意見募集の情報を求める県民の皆

様が、よりスムーズに情報検索できる環境が整い

ました。今後も、適宜改良を加えてまいります。

　次に、２点目のパブリックコメントの掲載資料

についてお答えします。

　パブリックコメントの実施においては、その手

続を定めた実施要綱等の規定により、意見募集の

対象となる計画等の素案に加え、県民の皆様によ

り分かりやすくするために、素案を策定した趣

旨、背景やその他の関連資料で構成される素案の

概要を付して意見募集を行うこととしています。

　今後、パブリックコメント制度の主管課である

企画課において、改めて制度趣旨や具体的な実施

方法を全庁的に周知徹底するとともに、これに則

した運用が各所属で行われているかを確認する仕

組みを導入してまいります。

　パブリックコメントの制度趣旨を踏まえ、この

制度が適切に運用されるよう、継続的な改善に努

めてまいります。

　　�〔知事公室長内田清之君登壇〕

○知事公室長(内田清之君)　県への提案制度につ

いてお答え申し上げます。

　県では、くまもと新時代共創基本方針の下、県

民が主人公の県政の推進に向け、現場に出向き、

県民の皆さんや市町村、関係団体の方々の声を聴

き、政策に反映する現場主義を実践しておりま

す。

　広く県民の御意見を聴く公聴事業といたしまし

ては、知事が県内市町村に出向き、県民の皆様と

直接意見交換を行うお出かけ知事室、県民の皆様

から県政に対する御提案や御意見をいただく県へ

の提案制度、さらに、県政全般についての相談を

受ける県民行政相談室がございます。

　その中で、県への提案制度は、県民の皆様か

ら、いつでもホームページやお手紙などで県政に

対する御提案や御意見をいただく制度であり、い

ただいた内容を県政運営に反映することを目的と

いたしております。

　県民の皆様からは、日々様々な御提案や御意見

をいただいておりますが、そのうち回答を御希望

される方には、現状や県の方針を踏まえ、できる

限り丁寧な回答に努めております。
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　なお、多くの方から同様の御意見をいただくよ

うな県民の皆さんの関心が高い事柄につきまして

は、県政の動きを広く発信する観点から、御意見

の概要と県からの回答をホームページに公表して

いるところでございます。

　県民が主人公の県政を推進するため、様々な広

聴の機会を県民の皆様に知っていただくことは大

切なことであり、しっかり周知を図っていくとと

もに、県民の皆様の声を聴き、政策に生かしてま

いります。

　　�〔星野愛斗君登壇〕

○星野愛斗君　まず、情報公開制度について、総

務部長から、県が積極的に情報開示に取り組んで

いること、また、増加した開示請求に対応するた

め、審議会の回数増加や委員の増員の検討が進め

られていることについて御答弁いただきました。

　一方で、開示請求が増加し、請求内容が複数課

にわたるという現象については、その背景には、

開示請求に至るまでのやり取りが円滑に進んでい

ないことが影響しているのではないかと考えま

す。そのため、開示請求に至るまでの経緯を丁寧

に精査し、複数課が横断的に連携できる仕組みを

構築することが重要だと思います。

　県への提案や県内各地で行われている住民説明

会等についてもそうですが、そうしたふだんから

の県民とのやり取りの円滑化が開示請求の増加と

いう現象に対する本質的な解決につながると思い

ますので、そういった観点も踏まえて、今後とも

御努力いただければと思います。

　次に、パブリックコメント制度について、企画

振興部長から御答弁いただきました。

　現在では、御答弁のとおり、県のトップページ

からパブリックコメントのページに飛べるように

なっていて、募集中の案件も以前より見やすくな�

っておりまして、大変ありがたく、感謝をしてお

ります。引き続き、改善に努めていただきますよ

う、お願い申し上げます。

　また、掲載資料については、御答弁にもありま

したとおり、企画課から各課へよくよく周知をさ

れているとは思います。御答弁のとおりに周知、

実行されていれば、見やすく、分かりやすいパブ

リックコメントが出来上がる実施方法であろうと

思います。

　しかし、パブリックコメントの実際のページを

見てみると、それぞれの各所管課がそのとおりに

運用しているのか疑問があるため、結果として各

担当課への問合せや県への提案、それでもうまく

いかなければ情報開示請求の増加など、そういっ

たものにつながる負の連鎖となってしまうため、

これは本当に難しいとは思いますが、御答弁にあ

りました各部署への運用確認の仕組み、ぜひ進め

ていただきたいと思います。

　最後に、県への提案について、知事公室長より

御答弁いただきました。

　様々取り組まれている中で、県への提案につい

ても、丁寧に対応をされているとのことでした。

実際に、真面目にしっかりと取り組んでおられる

と思います。

　その上でですが、しかしながら、県のホームペ�

ージに公表されているものが、令和６年度上期分

で10件ほどです。2024年の応募の総数にはなりま�

すが、約400件ほどと伺っております。もちろ�

ん、この10件というのも、集約したものですか

ら、実際の件数はもっと多いと思いますが、それ

でもやはりかなり限られた公開状況となっている

と感じます。

　広聴と、広く聴くことももちろん重要ですが、

主な案件としてこの10件発信をされているのは、

やはり広く発信をする広報の観点も当然重要視さ

れているからこその取組だと思います。
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　大阪府やお隣の福岡県では、府民の声や県民の

声というページを通じて同様の施策が展開されて

おります。県民からの意見や担当課からの回答が

詳細に見れる、公開されている仕組みになってお

ります。

　個人情報への配慮はもちろん重要ですが、本県

への提案についても、投稿フォームに公開可否の

選択肢を加え、可能な限り多くの意見や回答を公

表し、県民に知っていただくことが、県政の透明

化を進め、県民が主人公の県政へと近づく大きな

一歩になると考えます。他県の事例も参考にし、

公表の観点からも、情報の見える化、分かる化を

進めていただきますよう、要望いたします。

　次の質問に移ります。

　４つ目、県有地管理の考え方についてです。

　ちょっとこれは先ほどの岩中議員とかぶるんで

すけれども、御容赦いただけたらと思います。

　県有地管理について。

　近年の熊本県内では、ＴＳＭＣの進出をはじめ

とする大規模な開発プロジェクトが相次いでお

り、県経済に多大な影響を及ぼしています。

　2024年の九州フィナンシャルグループの試算に

よると、2022年から2031年の10年間で、県内への

経済波及効果は累計で11兆1,920億円と推計され

ており、県内総生産への影響額は約５兆1,182億

円と見込まれています。

　また、ＴＳＭＣの第１工場は、1,700人の直接

雇用が予定をされており、関連産業を含めた雇用

効果は全体で7,500人に上るとされています。

　これらの開発に伴い、地価の高騰やインフラ整

備の必要性など、地域社会への影響も顕著に現れ

ています。県内各地で土地の取得競争が激化し、

地域住民の生活環境にも変化が及んでいます。

　そのような中で、先月のニュースで飛び込んで

きたのが、高森町の阿蘇ソフトの村用地の売却問

題でした。

　阿蘇ソフトの村用地は、県がソフトウエア関連

企業の誘致と地域活性化を目的として、高森イン

テリジェントバレー構想を掲げ、多額の投資を行

い、整備をしようとした区画でした。

　しかし、結果的に用地買収はうまくいかず、最

終的な投資額約４億8,000万円に対し、その38分

の１である1,249万円という、極めて低い価格で

民間に売却される予定です。

　加えて、この地域は、土砂災害の警戒区域にも

指定をされており、安全面での課題も指摘されて

います。災害リスクの高い地域において、適切な

対策が講じられていないまま土地が売却されたと

すれば、今後の開発や土地利用計画において、大

きな問題になる可能性があります。

　また、売却後の転売による投機の懸念や最終的

にソーラーパネルが設置されるのではないかとい

う不安も耳にします。県有地の売却に当たって、

適切な用途や将来的な土地利用計画が十分に考慮

されていたのか、疑問が残るところです。

　このような状況下で、県有地の売却や事業開発

における適正価格での取引、そして、県民への公

平性と透明性の確保が一層重要であり、適切な基

準とプロセスの策定、運用を通じて県民の信頼を

得ることが求められると思います。

　そこで、以下の点についてお伺いします。

　１つ目、県有地の売却価格の算定基準はどのよ

うに決定されているのか。また、今後見直す予定

はあるのか。

　２つ目、災害警戒区域内の土地を売却する際の

リスク評価はどのように行われているのか。

　３つ目、売却後の土地利用について、転売や用

途変更による投機的利用を防ぐため、県はどのよ

うに取り組んでいるのか。売却後の土地所有者に

対し、監視や指導を行っているのか。
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　これらの点について、県の方針と今後の対応に

ついて、総務部長に伺います。

　　�〔総務部長小金丸健君登壇〕

○総務部長(小金丸健君)　まず、県有地の売却価

格の算定基準と今後の見直しについてお答えしま

す。

　売却価格の算定基準として、用地等の評価に関

する基準に基づく不動産鑑定評価を行い、その評

価額を売却予定価格として算定しています。

　また、不動産鑑定評価から一般競争入札の告示

までに時間を要した場合には、最寄りの公示地の

公示価格または県基準値の基準価格の年間変動率

に基づき、時点修正を行った上で売却予定価格を

決定しています。

　一般競争入札への応札がなかった場合は、先着

順による売却を公告し、それでも応札がなかった

場合、売却予定価格を補正して、再度の一般競争

入札を実施するなど、売却できるよう努めていま

す。

　このように、現在の算定基準は、市場動向等を

踏まえつつ、柔軟に売却予定価格の評価が可能な

仕組みであり、売却を円滑に進めることができる

基準と考えています。

　現時点での見直しの予定はありませんが、今後

も社会情勢及び経済状況等を注視しつつ、適切に

対応してまいります。

　次に、災害警戒区域内の土地売却の際のリスク

評価についてお答えします。

　売却予定の県有地については、ハザードマップ

や県有地が所在する市町村への聞き取りにより、

自然災害のリスクを事前に把握しています。

　その上で、売却予定価格の基礎となる不動産鑑

定評価においては、自然災害を含めたリスクを考

慮し、原則として減額した評価が行われます。そ

の評価額を基に売却予定価格を決定し、リスクを

反映する仕組みとしております。

　最後に、売却後の投機的利用の防止のための監

視や指導についてお答えします。

　県有財産の売却に当たっては、契約締結の日か

ら10年間、売買物件を暴力団の事務所等の用に供

し、または供されることを知りながら、第三者へ

所有権を移転もしくは転貸してはならないことと

しております。

　また、随意契約の場合、県有財産売買契約書に

おいて、用途指定の条項を必ず設けることとし、

契約締結の日から10年間は、県が指定した用途で

使用するよう定めています。

　こうした義務の履行を確認するために、県は、

随時実地調査を実施し、または買受け者に対して

所要の報告を求めることとしています。

　なお、こうした義務に買受け者が違反した場

合、買受け者は県に違約金を支払うことになり、

県は売買契約を解除することができるものとして

います。

　県としては、今後とも、市場のニーズや地域特

性、リスク等を踏まえつつ、適正かつ柔軟なルー

ルの下での県有地の管理、運用に努めるととも

に、売却等を通じた有効な利活用を推進してまい

ります。

　　�〔星野愛斗君登壇〕

○星野愛斗君　総務部長に御答弁いただきまし

た。

　まず、県有地の売却価格算定基準について、不

動産鑑定評価を基に価格を決めているとのことで

した。

　基準はしっかりとしていて安心をしましたが、

その前提として、購入時に宅地として算定をし、

売却時に林地として算定をするような背景があ

り、今回の阿蘇ソフトの村のような価格差になっ

てしまったと思いますので、土地の取得や管理、
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その後の方針をしっかりと思い描きながら、この

土地について取り組んでいただきたいと思いま

す。

　次に、災害区域のリスク管理や県有地売却後の

投機的利用の防止の仕組みについては、引き続き

取り組んでいただくとともに、売却後の土地利用

に関して、地域住民にとって重要な課題であるこ

とを再確認し、適切な監視や指導を徹底していた

だきたいと思います。

　最後に、ＳＮＳを利用した犯罪から子供たちを

守るためにという要望をいたしたいと思います。

　これは、いわゆる闇バイトについてですが、昨

日の城下議員の話と多分に重複する部分がありま

すが、警察というよりは教育の分野で要望をした

いと思います。と言いつつ、警察にも少しかぶり

ますので、ちょっと御容赦いただけたらと思いま

す。

　ＳＮＳを利用した犯罪から子供たちを守るため

に、近年、いわゆる闇バイトという言葉が広く浸

透し、ＳＮＳを通じた犯罪勧誘が深刻な社会問題

となっています。例えば、高額報酬や簡単なお仕

事といった甘い誘い文句に乗せられ、知らぬ間に

犯罪に関与し、人生を狂わせる事例が後を絶ちま

せん。

　特に、ＳＮＳを利用した犯罪の巧妙さが増し、

若者が安易な気持ちで闇バイトに応募した結果、

現在は特殊詐欺等の実行役に10代、20代の若者が

多く関与するようになっています。彼らの多く

は、最初は軽い気持ちで関わったものの、後戻り

できなくなり、最終的には犯罪組織の一員として

摘発されるケースが増えています。

　このような状況の背景には、ＳＮＳを通じた犯

罪の勧誘が巧妙化し、若者がリスクが少ないと錯

覚してしまうことがあります。また、情報モラル

の知識不足により、犯罪の危険性を正しく理解し

ないまま関与してしまうケースも少なくありませ

ん。さらに、家庭や学校とのつながりが希薄にな

り、相談できる大人がいないことで、１人で判断

しやすい環境が生まれていることも影響している

と考えられます。

　警察庁の統計によると、全国の刑法犯の認知件

数は、2022年以降、３年連続で増加をし、2024年

は約73.8万件に達しました。特に、特殊詐欺やＳ

ＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害額は1,989.5億

円と過去最悪を記録しており、その中でも闇バイ

トを通じた強盗等の凶悪犯罪の発生が深刻な問題

となっています。

　県内においても、闇バイトのリクルーターとし

て少年３名が検挙された事案が報道されており、

10代や20代の若者たちが闇バイトの危険にさらさ

れていることが懸念されます。

　このような状況を踏まえ、子供たちが正しい知

識と判断力を身につけ、犯罪の未然防止へとつな

げるために、学校現場における非行防止教育や情

報モラル教育のさらなる充実を、また、県警察に

おかれましては、青少年への犯罪防止対策の一層

の強化を図られますように要望をいたします。

　また、学校現場におかれては、保護者が学校に

任せきりにするのではなく、家庭での防犯教育の

徹底や異変を感じたら速やかに警察へ通報すると

いう姿勢を持ってもらえるような助言、啓発を行�

っていただきますよう、併せて要望をいたしま

す。

　以上で私の質問と要望が終わりましたが、ちょ�

っと時間が余りましたので、今の闇バイトについ

ての補足をさせていただきたいと思います。

　闇バイトの実際の手口として、さっき言ったよ

うに、５万円とか10万円、そんなおいしい話はな

いぞと、これも引っかかってしまう方もいらっし�

ゃるからなくならないとは思いますが、その闇バ
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イトの導入としては、例えば１万円とか5,000円

からの案件もあると聞いています。

　まずは、ＳＮＳで家の周りの猫の写真を撮って

ほしいとか、それで5,000円とかそういう少額で

すね。これは、結局、簡単な案件を通じて、まず

はその指示役との信頼の獲得とその実行役の個人

情報を得ることが目的でありますので、まずはそ

ういった安全な案件から、とにかく学生証や保険

証、それから自宅の玄関までの動画を提出するよ

うにと、そういうもので逃げられないようにして

徐々に徐々に、例えば、夜、明かりのついている

家、ついていない家の調査等、徐々に怪しい方向

に持っていくケースがあると聞いています。

　昨日の警察本部長の御答弁にもありましたとお

り、いわゆる今おとり捜査のようなものの取組が

始まっていると聞いております。これにより、よ

り実態に即したケースの情報も今後蓄積されると

思いますので、そうした情報も随時教育現場や広

く県民の皆様に公表をいただき、これ以上の闇バ

イトの被害拡大に歯止めがかかりますよう、引き

続き取り組んでいただきますようお願いを申し上

げます。

　以上で私の今回の質問、要望について、終わり

たいと思います。

　御清聴いただきまして、誠にありがとうござい

ました。(拍手)

○副議長(髙木健次君)　昼食のため、午後１時５

分まで休憩いたします。

　　午前11時58分休憩

　　午後１時３分開議

○議長(山口裕君)　休憩前に引き続き会議を開き

ます。

　前田敬介君。

　　�〔前田敬介君登壇〕(拍手)

○前田敬介君　皆さん、こんにちは。荒尾市選出

の前田敬介でございます。今回６回目の質問にな

りますが、まだまだこの場に立つと緊張しており

ます。体に似合わず小心者ですが、寛大な気持ち

で質問を見守っていただければと思います。

　今回、知事が就任後初の質問ですが、知事への

質問はございません。今日１日、午前中からこの

質問まで答弁はありませんので、少しいつもの疲

れを癒やしていただければと思います。

　知事は、県北から県南まで走り回って頑張って

いらっしゃいます。実は、先週、事務所に相談に

来られた方がいらっしゃいまして、そのときに一

言お話がありましたが、この前玉名の温泉に入り

に行ったとよと、そして、知事によく似た人がお

らしたと、公衆温泉におるわけないよなと思って

見てみたら、知事だったそうです。玉名なんです

けれども、知事ですかと聞いたら、知事ですとい

うお言葉をいただいて、こんな公衆温泉に入って

くれる知事は初めてだと、すごく喜んでおりまし

た。

　なので、僕も、ちゃんとその方に、庶民派で、

県北まで足を運んで現場の声ばしっかり聞いて、

自分の目で、そして肌で感じて取り組まれている

知事だけん、熊本のこれからば期待してください

と、めちゃめちゃ知事を褒めておきました。

　それでは、発言通告に従い、質問させていただ

きますので、執行部の前向きな答弁をよろしくお

願いいたします。

　防災機能強化に向けた取組について質問いたし

ます。

　本県の防災機能のさらなる強化に向けて、現行

の広域防災拠点構想を具体的にどのように進めて

いるのか、また、被災直後から十分な被災者支援

を行うための支援物資の備蓄にどのように取り組

んでいるのか、以上２つについてそれぞれお尋ね
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したいと思います。

　まず、広域防災拠点についてお尋ねします。

　県におかれましては、令和４年８月に、新たな

九州を支える広域防災拠点構想を取りまとめられ

ました。熊本地震や令和２年７月豪雨という未曽

有の災害を経験した本県は、九州の中心に位置す

るという地理的優位性からも、九州の防災拠点と

しての役割を担うことが期待されているところで

す。

　南海トラフ地震等広域的な災害が発生した際、

甚大な被害を受ける隣県の支援を行うことは、熊

本地震並びに令和２年７月豪雨で全国各地から受

けた支援への恩返しにもつながります。

　しかしながら、一方では、自らも被災県であり

ながら、隣県に対する支援をどれだけ現実的なも

のとして具体化し、実行していけるかは、大きな

課題でもあろうかと思います。

　災害に対する備えとしては、自助、共助、公

助、それぞれの観点から充実に向けて取り組んで

いくことが必要です。

　自助については、それぞれの世帯で、被災直後

から公的な支援が届くようになるまでの間、自ら

生活できるだけの食料などの備蓄をしておくこと

がテレビＣＭなどでも啓発されています。私自身

も、自宅に防災グッズを準備し、また、３日間の

食料、そして１週間分の水を確保しています。

　共助については、隣保班、自治会、学校区など

における防災機能の強化が必要です。地域防災力

の向上に向けて、地域の消防団との意思疎通を図

り、日頃から地域内で防災発生時の避難ルートの

確認やハザードマップの共有などの取組が望まれ

ます。

　プライバシー意識の高まりにより、隣近所への

声かけなど、地域コミュニティーのよさである人

のつながりが希薄になりつつある中でも、大規模

災害などの非常時には、人と人とが手を携え、助

け合うための備えも重要であろうと思います。

　また、県の広域防災拠点構想における隣県への

支援という取組は、共助の概念を県レベルまでに

広げ、九州全体の防災機能向上を目指すという高

い理念を持つものです。

　そして、熊本地震及び令和２年７月豪雨で全国

各地から受けた支援への恩返しとして、誤解を恐

れずに言うならば、隣県に対しておせっかいな県

であろうとする積極的な支援意思が必要です。御

恩を忘れないからこそ、何かあったら必ず助け

る、被災地とともに歩むという思いを常に持ちな

がら、非常時に備える心構えが求められます。

　そこで、大規模災害発生時における隣県への支

援を、本県が被災県でありながらも具体的に実行

していくため、現状での取組を踏まえて、今後ど

のように支援力を高めていくのか、知事公室長に

お尋ねします。

　次に、備蓄物資の充実についてお尋ねします。

　昨年の元旦に発生した能登半島地震では、津波

や地割れ、土砂崩れなどにより道路が寸断され、

孤立した地域や集落が多数発生し、物資の運搬に

も支障を来したとの報道に接しました。また、寒

さが厳しい中での長期間による避難生活で体調を

悪化させた避難者も多数発生したようです。

　大規模災害は、いつ、どこで起こるか分からな

いものであるため、政府のプッシュ型支援により

物資が円滑に届くまでの期間、すなわち３日間か

ら１週間程度については、たとえ道路が寸断など

により物資輸送の支援が滞るようなことがあって

も、その期間は各避難所において十分な対応が取

れるよう、日頃から、物資の購入等を含めて、備

蓄を心がけておくことは、極めて重要な視点であ

ると思います。

　現在、政府の経済対策において、備蓄物資の追
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加購入等に対する財政支援が本格化している状況

と聞いております。

　物資の備蓄を進めるに当たっては、１、必要な

物資が必要な量確保されているべきこと、２、食

料のみならず、段ボールベッドやトイレ、キッチ

ンといった避難者の生活支援に欠かせないものを

十分に確保すべきこと、３、緊急時の対応とは別

に、物資によっては平時にも日常利用ができる場

合があり、汎用性のあるものの備蓄に努めるべき

ことなどの観点での備えが必要だと考えます。

　また、災害の発生規模によっては、近隣の市町

村同士で物資を融通するなどの対応をあらかじめ

見込んでおくことで、備蓄をしておくことも重要

です。

　さらに、県の立場としては、県内市町村におけ

る物資の備蓄状況を把握しつつ、必要な量を各市

町村が確保しているか点検するとともに、県とし

ての物資備蓄についても、足りないものを市町村

に対して緊急的に補充し得るだけの備えが必要で

あると考えます。

　そこで、今回の経済対策に基づいて、現在、市

町村が備蓄物資の追加購入等を検討している段階

と考えますが、県が把握している市町村の取組状

況について、また、県としての備蓄物資の追加購

入等の検討状況について、健康福祉部長にお尋ね

します。

　　�〔知事公室長内田清之君登壇〕

○知事公室長(内田清之君)　広域防災拠点につい

てお答えいたします。

　本県においては、九州が広域的に被災した場合

に備え、九州を支える広域防災拠点構想を策定し

ており、九州の中央に位置するという地理的優位

性などを生かした支援体制の強化を図っていると

ころです。

　本構想に基づき、今年度は、支援部隊の活動拠

点となる県民総合運動公園に非常用発電設備を整

備するとともに、県外への応援に特化した訓練を

実施するなど、拠点機能のさらなる充実を図って

おります。このような訓練の実施は、全国的にも

珍しく、本県のこうした取組や姿勢は、国や他県

からも高い評価をいただいているところでござい

ます。

　そういった中、南海トラフ地震などの広域的な

大規模災害の発生を想定しますと、議員御指摘の

とおり、県内の災害対応を行いながら、より被害

が大きい隣県等を支援する必要性が生じることが

予想されます。

　このため、県外応援訓練の実施に当たりまして

は、県内の被害に対応しつつ、他県を応援するた

めの体制の確保や手順の確認を行うほか、応援本

部行動マニュアルを作成し、円滑に対応できるよ

う、支援体制の整備を図っているところです。

　他県を支援するためには、本県内の被害を最小

限に抑えることも重要です。県民の安全確保を最

優先としつつ、他県を支援できるよう、今年度、

南海トラフ地震等に起因する津波の到達時間を調

査、公表し、住民の確実な避難を促すとともに、

住民参加の避難訓練を実施するなど、取組を進め

ているところでございます。

　今後とも、訓練での成果や課題を踏まえ、支援

能力の向上を図ってまいります。

　また、国においては、全国各地への迅速かつ確

実なプッシュ型支援を可能とするため、新たに全

国７か所の拠点に国の災害用備蓄物資を分散して

備蓄することとされ、今般、九州地域の拠点とし

て県消防学校の備蓄倉庫が選定されたところで

す。

　大規模災害が発生した場合に、本県内に備蓄さ

れる国の物資をいち早く被災地に送り、早期の被

災者支援ができるよう、国との緊密な連携体制を
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構築してまいります。

　現在、南海トラフ地震が、今後30年以内に発生

する確率が80％程度となるなど、大規模災害のリ

スクが高まっています。

　このような大規模災害が発生した際に、本県が

九州における広域防災拠点としての機能を十分に

発揮できるよう、今後も引き続き、国や九州各県

など関係機関との連携を図りながら、必要な取組

をしっかりと進め、全国の防災力強化に貢献して

まいります。

　　�〔健康福祉部長下山薫さん登壇〕

○健康福祉部長(下山薫さん)　備蓄物資の充実に

向けた取組についてお答えします。

　県や市町村による災害用物資の備蓄は、被災者

の生命、健康を守るため、極めて重要なものであ

ると認識しています。

　まず、市町村の取組状況についてですが、本年

１月に公表された全国自治体の災害用物資の備蓄

状況では、県内市町村における快適なトイレや温

かい食事の提供、ベッド、プライバシーの確保な

どは十分とは言えない状況です。

　このような中、県としては、今般の国の経済対

策を災害用物資を充実させる好機と捉え、県内市

町村に対し、避難所の環境改善に有用な物資の導

入事例を周知するなど、補助制度の積極的な活用

を働きかけました。

　その結果、県内では、18市町村で簡易トイレ、

キッチンカー、段ボールベッド、入浴設備等を購

入する準備が進められています。

　次に、県の対応状況ですが、広域的な視点で市

町村の準備を補完するため、トイレトレーラー、

炊き出しセット、段ボールベッド、パーティショ

ンを購入する費用を、先月28日に議決いただきま

した補正予算において計上しています。これによ

り、県全域に一定の災害用物資が確保されること

になります。

　また、これらの物資については、いざというと

きにスムーズに使えるようにしておくことが重要

です。県において、その使用方法の動画等の作成

を進め、市町村や関係団体との訓練を通じて実効

性を確保してまいります。

　さらに、災害時の様々な事態への備えとして、

備蓄以外の複数の調達手段を確保できるよう、関

係団体との協定の締結等を進めてまいります。

　あわせて、県全体で災害用物資が十分に活用さ

れるよう、県が主導して、広域的に市町村間で物

資を融通する仕組みの構築にも努めます。

　今後とも、市町村、関係団体と連携しながら、

災害用物資の充実を図り、被災者の生命、健康を

守るために必要な生活環境の確保に向けて、しっ

かりと取り組んでまいります。

　　�〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　知事公室長から、広域防災拠点構

想に関する取組について御答弁いただきました。

　共助の概念を県レベルに引き上げるという防災

機能の強化に向けた取組は、熊本地震や令和２年

７月豪雨を体験し、国はもちろんのこと、他県か

らの多大なる支援があったことをいつまでも忘れ

ない、受けた御恩を必ず返すという、思いやりが

深くて義理堅い県民性を発揮したものであると思

います。

　この取組を高く評価するとともに、大規模災害

発生時に、被災自治体においては、まず何をすべ

きかを、本県の被災経験を通して得た教訓などを

踏まえながら、他県と共有していく活動が今後も

望まれます。

　支援をしたい自治体やボランティア団体などは

多数ありますが、支援を受け入れる側の体制整備

は、目の前の対応に追われるため、どうしても遅

れがちになるものです。
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　大規模災害が発生したら、国をはじめ多くの自

治体が支援に駆けつけますが、支援を必要として

いるところに、確実に、かつ効率的に支援を届け

ていくためには、各自治体であらかじめ受入れ体

制を整備しておくことも必要です。大規模災害発

生を想定して、その際の受入れ体制整備もあらか

じめ仕組んでおけば、被災自治体の受援力が高ま

り、九州地域の防災力も強化されていくのではな

いでしょうか。

　本県では、台風や津波、地震など、様々な大規

模災害の発生を想定しての本番さながらの厳しい

実践訓練を積んでおられると聞いております。災

害は、いつ、どこで起こるか分からないからこ

そ、日頃からの防災意識、心構えが大変重要であ

ることは言うまでもありません。

　自助レベルであっても、日頃からの準備は大切

な取組です。大規模災害発生時には、ペットボト

ルの水をはじめ生活必需品の買い占めなど、パニ�

ックが生じる可能性があります。非常時の混乱を

最小限にとどめるため、自助の部分における私た

ち一人一人の心がけについても、改めて肝に銘じ

ておかないといけないと思います。

　それから、備蓄物資について、健康福祉部長か

ら御答弁いただきました。

　備蓄物資を十分に確保していくことが、円滑な

避難所運営には必要不可欠であります。現地で何

が必要となるのか、大規模災害を経験した熊本県

だからこそ、他県よりも先進的に取り組める分野

であると思います。

　災害は、いつ、どこで起こるか分からないとい

う観点からは、夏場における暑さ対策としての冷

房機や冬場における寒さ対策としての暖房機の設

置のほか、少なくともプッシュ型支援では、移動

式の冷暖房機を搬送できるような体制整備が必要

だと思います。

　要配慮者に対する個別の支援は、各市町村にお

いてきめ細かく対応するとしても、大規模災害の

発生直後には、多くの避難者が避難所に殺到する

ことが想定されるところです。災害の備えにはゴ�

ールはありません。これで安心というレベルがな

い以上、備蓄物資が最低限必要であるというとき

の最低限という概念も、備え方によって異なって

くるものと考えます。

　今後も、適宜点検を重ねながら、県民の安心、

安全のために、物資の備蓄に努めていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

　次に、県の競技力向上を図る強化支援策につい

て質問いたします。

　昨年、パリオリンピックでのメダル獲得をはじ

め、国民スポーツ大会の躍進など、本県関係アス

リートの活躍が多く見られました。

　荒尾市出身で言えば、清里小学校の後輩であり

ます車椅子ラグビー、乗松聖矢選手、荒尾市バレ�

ーボール協会も全力で応援しました宮浦健人選手

をはじめ、県関係者アスリートの活躍は、県民に

大きな感動と活力を与え、併せて子供たちに夢と

希望をもたらすものでありました。

　近年では、ジュニアの世代から国際大会等へ出

場し、活躍する選手が増えてきています。１月10

日、熊日新聞にも掲載されておりましたが、荒尾

第三中学校２年荒木祷聖選手が、２月にプエルト�

リコで開催されました12か国で争うアンダー18国�

際野球大会に出場されました。

　このように、世界で活躍するジュニア世代がい

る一方、近年の物価高騰の影響もあり、海外への

遠征のためには、非常に高額な遠征費が必要とな

る状況があります。

　国際大会への出場が決まった選手の関係者は、

物販など様々な努力を行い、遠征費の捻出をして

いると聞いております。各所属チームや関係者の
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努力だけでは限界があると思います。努力の末に

つかんだチャンスを、金銭的な問題で諦めてしま

うジュニアアスリートを生んではいけないと考え

ております。

　ジュニアアスリートの競技力向上は、これから

の本県競技力の向上につながるものと考えます。

市町村によっては補助金などの支援があります

が、ぜひ県としての支援もお願いしたいと考えま

す。

　国際大会等での活躍を目指すジュニアアスリー

トへの支援をはじめ、県の競技力向上を図るため

の強化支援策について、県としてどのように取り

組んでいるのか、教育長にお尋ねします。

　　�〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　オリンピックをはじめと

する国際大会において活躍する県関係のトップア

スリートは、多くの県民に夢や感動を与える存在

となっています。そのような選手を輩出し続ける

ためには、次世代を担うジュニア世代からの戦略

的な発掘、育成、強化が不可欠です。

　県教育委員会では、これまで、国際大会等で活

躍する次世代アスリートを輩出する取組として、

くまもとワールドアスリート事業を行ってまいり

ました。将来性豊かな才能を持った小学生を発掘

し、中学、高校、大学、社会人の各年代における

競技実績を踏まえた育成強化を図るもので、これ

まで178名を指定し、延べ23名がオリンピックに

出場しています。

　一方で、議員御指摘のとおり、国際大会等で活

躍を目指すアスリートにとっては、育成強化に最

も効果的な遠征や合宿に要する経費負担が、近年

の物価高騰の影響等もあり、課題となっていま

す。また、県スポーツ協会や各競技団体と連携

し、将来性のある選手を継続的に強化する一貫し

た取組の充実も必要です。

　そこで、県教育委員会では、各競技団体等と連

携、協力しながら、ジュニア世代をはじめ、それ

ぞれの段階に応じた取組を充実し、世界で活躍す

るトップアスリートのさらなる輩出につなげるた

めに、予算を拡充し、今定例会に提案していると

ころでございます。

　具体的には、選手が遠征や合宿等を行う費用を

補助する強化費を増額するとともに、くまもとワ�

ールドアスリート事業においては、中学、高校、

大学生を重点に、指定している選手の枠を拡充

し、支援してまいります。

　また、県スポーツ協会や各競技団体と連携し、

ジュニア世代の能力測定会の実施や指導者の育

成、環境整備等、選手の計画的な発掘、育成強化

に向けた取組のさらなる充実を図ってまいりま

す。

　引き続き、各競技団体や選手等のニーズを踏ま

えながら、国際大会で活躍できるジュニアアスリ�

ートの育成をはじめ、本県の競技力向上に取り組

んでまいります。

　　�〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　教育長に御答弁いただきました。

　トップアスリートが世界大会等で活躍する姿

に、私も感動を覚えました。バレーボールをして

いた私なので、パリ・オリンピックのバレーボー

ル日本代表の宮浦健人選手が活躍するところを見

て、また私も減量をしてアタックを打てるように

なりたいなと、本当に思ったところでした。子供

たちも、あんなふうになりたいなと、荒尾市でも

協会がジュニアクラブを設立して、30人近くの学

生がバレーボールを始めました。

　ジュニア世代をはじめ、それぞれの段階に応じ

取組を充実し、世界で活躍するトップアスリート

の輩出につなげるために、県では、競技力向上に

係る事業予算を拡充し、本県議会に提出されてい



令和７年２月定例会　熊本県議会会議録　第５号 （３月７日）

－ 139 －

ます。

　選手が遠征や合宿等を行う費用を補助する強化

費を増額するとともに、くまもとワールドアスリ�

ート事業においては、中学、高校、大学生を重点

に指定している選手の枠を拡充し、支援する取組

には、大変感謝しているところです。

　しかし、ワールドアスリート事業において、中

高大学を重点に指定している選手の枠を拡充し、

支援するということですが、指定選手以外はどう

なるのかという点が気がかりです。

　というのも、小中高校生の世代は、日々の成長

が著しく、日頃の努力が実り急成長したり、運よ

くスカウトの目に留まったりすることもありま

す。今回の荒木祷聖くんは、熊本県に住み、熊本

県の学校に通い、県境に住んでいるため、県外で

はあるものの、隣町のチームで練習しています。

こうしたことから、協会団体がその子のことをタ

イムリーに把握できないことなどの事情により、

潜在したままのジュニアアスリートが必要な支援

を受けられないといったケースが考えられます。

　そういう子たちも、将来が有望視されるアスリ�

ートたちです。前年度までの実績のみで支援の対

象者を絞り込むと、前年度からは見違えるような

活躍をし、競技力を急成長させたような子が、そ

の伸び代を失うことになりかねません。ぜひ、そ

のような子供たちに対しても、経済的負担を軽減

できるような環境をつくっていただきたいと考え

ます。

　県関係アスリートの活躍は、子供たちのみなら

ず、県民全ての人たちに希望をもたらすもので

す。世代を超えて、夢が連鎖するということで

す。才能にあふれ、努力もいとわないジュニアア

スリートを応援することは、次の世代に夢をつな

いでいくためにも必要な取組です。

　今世界で活躍する日本人アスリートは、ジュニ

ア時代においては、誰もが目標とする選手や目標

とする国際大会などがあって、厳しい練習を重

ね、努力してきたはずです。ジュニアアスリート

が世界に羽ばたくために、今県としてできる支援

の在り方については、引き続き前向きに検討を重

ねていっていただきたいと思います。

　なお、世界に羽ばたく前段階となる県代表とし

て全国大会に出場するような高いレベルにある競

技団体や選手に対する支援についても、もしよろ

しければ御検討いただければと思います。

　今は、インバウンドの影響もあり、航空費や宿

泊費が高騰しています。スポーツ振興の未来を担

うジュニアアスリートへの支援について、幅広く

議論を重ね、しっかりと検討を進めていただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

　次に、岱志高校の魅力化に向けた教職員荒尾第

二住宅の利活用について質問いたします。

　県内には、多くの教職員住宅がこれまで建設さ

れていますが、交通網の発展などに伴い、遊休化

している住宅もあると聞いています。

　このような中、定員割れが続く岱志高校は、ス

ポーツコースがあり、野球部については、県外か

らの入学者を含め約21名の部員を誇るなど、運動

部活動が活性化している兆しがあります。このこ

とは、今後の岱志高校の魅力化に向けても、大き

な可能性を秘めているものと考えます。

　また、元日本代表の流大選手が所属していたラ

グビー部は、2015年と2016年に２年連続で花園出

場を果たすなど、県内屈指の強豪校でもありまし

た。しかしながら、その後、県外からの生徒を獲

得することも難しくなり、部員が徐々に減少し、

令和６年度から部活動が休止に追い込まれるな

ど、大変残念な状況が続いています。

　スポーツを通じて広く県内外から部員の募集を

行うことは、地元から進学している生徒にとって
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も、中学時代とは違う新しい仲間との出会いの中

で、競技力を互いに切磋琢磨し合える貴重な機会

にもつながります。

　また、福岡との県境に位置する岱志高校の地理

的な特徴を生かすことは、多様な人材を呼び込

み、岱志の魅力化を磨いていく上でも重要な取組

であると考えます。

　そのためには、県外生徒の生活の拠点となる場

所が必要不可欠であると考えますが、県の厳しい

財政状況から勘案しますと、新たな学生寮などの

建設は、事実上困難であると考えざるを得ませ

ん。

　そこで、その代替策として、学校のすぐ近くに

ある教職員荒尾第二住宅を活用し、県外からの入

学希望者の住宅として使用することはできないも

のでしょうか。学生寮を新たに建設することはで

きなくても、今ある遊休資産を活用することで、

県外や県内の遠方からの入学生を呼び込めれば、

岱志高校のさらなる魅力化や部活動の充実に向け

て、大きな期待が持てることとなります。

　岱志高校近くにある教職員荒尾第二住宅の利活

用に向けた検討を前向きに進めることができない

か、教育長にお尋ねします。

　　�〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　岱志高校の魅力化に向け

た教職員荒尾第二住宅の利活用についてお答えい

たします。

　岱志高校は、福岡県との県境に位置し、地域の

協力を得ながら、魅力ある教育活動の充実に取り

組んでいます。特に、同校は、スポーツコースも

設置していることから、野球部をはじめ、県外か

らの入学者も増加しています。ただ、高校の寮を

はじめ、近隣に下宿などもなく、生徒の生活環境

の確保が課題となっている状況です。

　教職員荒尾第二住宅については、交通網の発展

などによる入居者の減少により、令和６年６月に

その用途を廃止しており、今後、その利活用につ

いて検討を行う必要があります。

　議員御提案の県外からの入学希望者の住居とし

ての利用は、生徒の生活環境の確保や県有財産の

有効活用といった面からも効果が期待されると考

えています。

　今後、学校や同窓会など関係者との協議を行う

とともに、施設の管理運営主体や費用負担など課

題を整理しながら、前向きに検討してまいりたい

と考えております。

　　�〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　学校や同窓会など関係者との協議

を行うとともに、施設の管理運営主体や費用負担

など課題を整理しながら、前向きに検討していく

というお答えでした。とてもうれしい答弁です。

　先日、岱志高校から車で３分で行ける有明高校

の卒業式に参加させていただきました。有明高校

は、皆様御存じのとおり、荒尾地域の私学です。

校門に入ってすぐのところに送迎バスが何台も並

び、校舎横に新築の寮が完成間近でした。

　国政レベルでは、高校教育の無償化が議論され

ており、来年度以降、段階的に無償化に向けた制

度の運用が本格化する可能性が色濃くなってきて

います。正直、突破口が見えないところが出てき

ているかなと思っております。

　私学を無償化することで、例えば郡部の生徒が

熊本市内の私学に通学するようになると、郡部の

県立高校への入学者は、今後ますます減少してい

くことが懸念されます。私の母校である旧荒尾高

校、現在の岱志高校についても、事情は同じで

す。子供を高校までは地元に通わせたいという保

護者の思いも、これからは変わっていくのではな

いかと思います。

　そもそも、荒尾地域は、福岡県と隣接してお
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り、大牟田市や柳川市、久留米市などにある私学

とも競合せざるを得ない環境です。スポーツにつ

いても、競技種目によって各校が魅力を発揮し、

受験生確保に動いてきた歴史があります。

　今後、地方の県立高校がますます厳しい状況に

なっていくことが見通される中で、魅力化に向け

てできることは全てやるという気概を持って取り

組まれないと、県立高校の再編や統合が再び始ま

り、地元の高校に通う若者がいなくなることで、

地元の空洞化が深刻化することになりかねませ

ん。

　今回は、岱志高校の事例について、前向きな検

討をお願いしましたが、私学と違い、県立高校の

場合は、教育委員会の中でも、機動性に欠ける面

が否めないと思います。議論や検討をしているう

ちに、私学の取組に遅れることになってしまって

は、郡部の県立高校が厳しい状況に悪化します。

　今回の岱志高校に近い類似の事例についても、

地元からの要望があれば、前向きに取り組んでい

ただきたいと思います。

　また、地域によって、県立高校の魅力化に向け

ての取組は様々であり、課題も違うはずです。で

きないことの説明ではなく、できることを地元市

町村や県が一体となって考え、知恵を出していく

時代ではないかと思います。私も、一議員とし

て、今後も県立高校の魅力化に向けて、何が足り

なくて、何で勝負できるかを、執行部の皆さんと

考えていきます。

　現在、県立高校の魅力化に向けて、執行部も県

議会も共に頑張っておりますので、ぜひスピード

感を持って取り組んでいただければと思います。

　あわせて、これを皮切りに、県内のほかの地域

にも、遊休化している職員住宅等があり、利活用

のニーズがあれば、同様に取組を前に進めていっ

ていただきたいと考えます。よろしくお願いしま

す。

　次に、特別支援教育支援員に係る市町村への支

援について質問いたします。

　現在、県教育委員会では、多様な学びの場整備

事業において、インクルーシブの教育システムの

構築に向け、学びの場を検討するための考え方の

整理や通級による指導の充実、担い手である先生

方の特別支援教育に係る専門性の向上に取り組ま

れていると認識しています。

　障害のある児童生徒の可能性や持てる力を最大

限に引き出すためには、一人一人の特別な教育的

ニーズに対応する特別支援教育の質的な充実を目

指さなければならないのではないかと考えます。

　現在、市町村によっては、義務教育段階におけ

る障害のある児童生徒に対し、食事、排せつ、教

室の移動補助等、学校における日常生活動作の介

助を行ったり、発達障害の児童生徒に対し、学習

活動上のサポートを行ったりする特別支援教育支

援員の設置を積極的に行っていきたいとの意向を

持っているものの、市町村の財政負担が大きくな

るため、支援を手厚くすることができない、財源

不足という課題を抱えているとお聞きします。

　特別支援学級に籍を置く児童生徒の中には、場

面や状況によって個別的な対応が必要になること

があるため、担任に加え、特別支援教育支援員に

よる支援は欠かせないものです。一人でも多くの

特別支援教育支援員を配置することができれば、

一人一人の特別な教育的ニーズに対応した合理的

配慮の提供が充実することは明らかであります。

　しかしながら、市町村の財政負担での対応とな

ると、当然ながら一定の制約の下で特別支援教育

支援員を配置せざるを得ないという状況が県内市

町村で見られます。私の地元荒尾市でも、同様の

課題を抱えています。

　特別支援教育支援員は、日常生活動作の介助や
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学習活動上のサポートを目的としているため、教

員免許を必要とせず、既に定年を迎え、第２の人

生を歩もうとされている高齢者など、これまでの

キャリアを生かしている人材や担い手は多いとの

ことです。しかしながら、市町村の財政事情のた

め、現場が必要とする特別支援教育支援員の数を

確保できない状況であります。

　特別支援教育支援員の担い手は十分にいる中

で、特別支援教育の充実に今こそ力を入れるべき

ときに、市町村において、学校現場に対して支援

を広げることができないままでは、今後のインク

ルーシブ教育の円滑実施にも支障が伴うことにな

るのではないかと危惧されているところです。

　そこで、特別支援教育の推進に向けて、特別支

援教育支援員の地方財政措置額の拡充を引き続き

国へ要望することが必要であることはもちろんで

すが、そのほか、県として市町村への支援を様々

に検討することはできないのか、教育長にお尋ね

します。

　　�〔教育長白石伸一君登壇〕

○教育長(白石伸一君)　特別支援教育に係る市町

村への支援についてお答えします。

　現在、県教育委員会では、特別支援学校による

巡回相談支援や特別支援学級等の担当者の専門性

向上のための研修を実施するなどして、市町村立

の学校現場における特別支援教育の支援に努めて

いるところでございます。

　一方、議員御指摘のとおり、特別支援教育支援

員の配置につきましては、国の地方財政措置を活

用し、市町村教育委員会が各学校の実情に応じて

配置しており、市町村によっては財政の負担が大

きくなっているとのお話もお聞きしております。

　県教育委員会といたしましては、これまでも国

に対し、支援員に係る地方財政措置額の拡充を、

市町村分も含め、繰り返し求めてまいりました。

令和７年度の国の当初予算案では、令和６年度に

比べ、小学校と中学校合わせて全国で3,500人分

の増加が行われる見込みでございます。

　このように、国の措置額は年々拡充されており

ますが、より一層の拡充が図られるよう、引き続

き国に対して要望してまいります。

　また、今後、支援員に係る各市町村の配置や運

用の状況、課題等について、実態を把握し、県と

してどのような支援ができるのか、検討してまい

ります。

　　�〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　教育長の答弁にありましたよう

に、まずは実態把握にしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。

　特別支援教育支援員の充実が図られれば、イン

クルーシブ教育の推進にもつながるはずです。今

後は、通常学級で学びたい子が、本人の希望や保

護者の意向などを踏まえ、その願いがかなえられ

るような時代になっていくのではないでしょう

か。

　一方で、支援学級で学びを深めたい子もいるの

は事実です。まずは、市町村における特別支援教

育の課題などを丁寧に聞き取りながら、実態を把

握していただくことに努めていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

　次に、有明海沿岸道路の建設促進について質問

いたします。

　有明海沿岸道路は、熊本県熊本市から佐賀県鹿

島市に至る高規格道路で、現在39.2キロメートル

が開通しています。将来的には、主要な都市や重

要な空港、港である九州佐賀国際空港及び三池港

を連絡するなど、高速自動車国道を含め、これと

一体となって九州の広域道路ネットワーク計画の

一翼を担う高規格道路として機能していくことと

なります。
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　荒尾市では、人がつながり、幸せをつくる快適

未来都市の実現を目指す荒尾ウエルビーイングス

マートシティ実行計画を掲げて取り組んでおられ

ます。

　この計画は、さらなる人口減少や少子高齢化、

医療・介護給付費の増加など、荒尾市の社会問題

に対して、荒尾競馬場跡地に道の駅や保健福祉施

設を兼ね備えた南新地ウェルネス拠点が整備され

ています。

　これらの施設と連携しながら、心身ともに健康

で幸せな状態を表すウエルビーイングをコンセプ

トに、スマートシティーサービスを実装すること

で計画の実現を目指されています。

　この荒尾ウエルビーイングスマートシティ実行

計画では、有明海沿岸道路の荒尾北インターチェ

ンジの整備を念頭に、計画の実現に向けて取り組

まれており、地域の本道路に対する期待は非常に

高いものであります。

　昨年度は、荒尾北インターチェンジから南側�

2.2キロメートルの荒尾道路が事業化され、長洲

から玉名市区間の第１回計画段階評価が開催され

ました。

　見た目でも、地元荒尾市の競馬場跡地におい

て、大島高架橋の橋脚が20基近く建っており、三

池港インター付近の用地買収も始まり、地元の期

待はさらに高まっております。

　昨年11月18日、東京のホテルグランドアーク半

蔵門にて、有明海沿岸道路建設促進大会が開催さ

れました。木村知事はじめ、地元の西野太亮代議

士をはじめとする熊本県選出の国会議員の皆様、

国土交通省出身の参議院議員の佐藤信秋先生、本

県の社会資本整備の推進に御尽力していただき、

昨年末、不慮の事故により御逝去された足立敏之

先生、有明海インフラ整備促進議員連盟顧問の前

川收議員、会長の内野幸喜議員や委員の県議、有

明海沿岸道路建設促進期成会会長の大西熊本市

長、副会長の浅田荒尾市長をはじめ、沿線自治体

の委員、首長の皆さん、議長の皆さん、経済団体

の皆さんが勢ぞろいで、盛会に大会が開催されま

した。国土交通省からも、道路局長をはじめ、九

州地方整備局の局長や道路部長も参加していただ

きました。

　道路局長からは、有明海沿岸道路を一日も早く

つないでいくことが必要であり、そのためにもし�

っかりと必要な予算を確保し、早期完成に向けて

努力してまいりたいと、大変期待の持てる御発言

があったところです。

　予算面では、昨年12月に成立した国土強靱化予

算等により、三池港インターチェンジ連絡路にお

いては、国の当初予算約19億円に約６億円が増額

補正されました。荒尾道路においては、調査、設

計が進められており、本事業においても、当初予

算7,000万円に３億円が増額補正されるなど、事

業の加速化が期待されます。

　議員連盟の一員である私としても、今後も、周

辺自治体と一致団結して、有明海沿岸道路の建設

促進に向けて、引き続き取り組んでまいります。

　そこで、有明海沿岸道路の現状の進捗状況と早

期整備に向けてどのように取り組まれていくの

か、土木部長にお尋ねします。

　　�〔土木部長宮島哲哉君登壇〕

○土木部長(宮島哲哉君)　有明海沿岸道路は、佐

賀、福岡、熊本をつなぐ九州の循環型高速交通ネ�

ットワークの形成に不可欠な路線であり、荒尾・

玉名地域をはじめとする有明海沿岸地域はもとよ

り、県全体の発展に寄与する大変重要な道路であ

ると認識しています。

　まず、１点目の現在の進捗状況についてお答え

します。

　県境をまたぐ三池港インターチェンジ連絡路に
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ついては、荒尾市大島地区の高架橋工事が着実に

進捗し、下部工29基のうち19基が完成しました。

また、仮称荒尾北インターチェンジからの退出路

となる橋梁の上部工工事にも着手されたところで

す。

　さらに、補正予算により大島地区の改良工事に

着手されるなど、事業の加速化が図られていま

す。

　そして、連絡路が接続する荒尾競馬場跡地周辺

では、令和８年６月の開業に向けて、荒尾市ウェ

ルネス拠点施設の整備も着々と進められておりま

す。

　また、連絡路の南側に接続する荒尾道路につい

ては、現在、測量や地質調査等が進められてお

り、補正予算を活用し、高架橋の設計にも着手さ

れる予定と聞いております。

　さらに、長洲―玉名間については、昨年度、国

において、事業化に向けた手続の一つである計画

段階評価に着手されました。その後、道路交通や

地域の課題などについて、地域住民や企業等への

意見聴取が行われ、現在は、これらを踏まえた第

２回計画段階評価に向けた準備が進められていま

す。

　このように、有明海沿岸道路の整備推進に向け

た取組は、大きく進展しております。

　次に、２点目の早期整備に向けた取組について

お答えします。

　有明海沿岸道路については、議員御紹介のとお

り、昨年度から、東京都内で建設促進大会を開催

し、チーム熊本として一丸となって、事業中区間

の早期整備や未事業化区間の早期事業化などを直

接国に対して訴えることで、強力な要望活動につ

ながっているものと考えています。

　今後も、これらの取組をより一層加速化させる

ため、引き続き、県議会、県選出国会議員のお力

添えをいただきながら、沿線自治体や地元期成会

の皆様とともに、あらゆる機会を捉えて国への要

望活動を行い、有明海沿岸道路全線の早期整備に

つなげてまいります。

　　�〔前田敬介君登壇〕

○前田敬介君　土木部長から、大変心強い御答弁

をいただきました。

　令和３年７月の九州地方新広域道路交通計画

で、熊本市から長崎県諫早市を有明海沿岸道路に

位置づけられており、佐賀空港から三池港、熊本

港の利便性の向上等が目的とされております。

　何年かで荒尾市の区間は工事が終了すると思い

ますが、私も、熊本港まで、全身全霊、議員とし

て頑張ってまいりますので、これからも、部長、

よろしくお願いいたします。

　これで本日用意した一般質問は、全て終了させ

ていただきました。荒尾の岩中県議から始まり、

本日は、私、荒尾の前田で終わりました。県北の

ことばっかりが多かったと思いますけれども、県

北の発展と、そして熊本県の発展のために、これ

からも全力で頑張っていきます。どうぞよろしく

お願いいたします。

　これで私の一般質問を終了させていただきま

す。御清聴ありがとうございました。(拍手)

○議長(山口裕君)　以上で本日の一般質問は終了

いたしました。

　明８日及び９日は、県の休日のため、休会であ

りますので、次の会議は、来る10日午前10時から

開きます。

　日程は、議席に配付の議事日程第６号のとおり

といたします。

　本日は、これをもって散会いたします。

　　午後２時散会


